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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１００℃／秒の平均加熱速度で昇温後、１０００℃で１０秒保持し、２００℃／秒の平
均冷却速度で室温まで急冷する高周波焼入れを行った場合に硬度が５００ＨＶ以上かつ９
００ＨＶ以下になる冷間加工用中炭素鋼板であって、
　質量％で、
Ｃ：０．３０～０．６０％、
Ｓｉ：０．０６～０．３０％、
Ｍｎ：０．３～２．０％、
Ｐ：０．０３０％以下、
Ｓ：０．００７５％以下、
Ａｌ：０．００５～０．１０％、
Ｎ：０．００１～０．０１％、
Ｃｒ：０．００１～０．１０％
を含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物からなり、炭化物の平均径ｄが０．６μｍ以下
、炭化物の球状化率ｐが７０％以上かつ９０％未満であり、前記炭化物の平均径ｄμｍと
前記炭化物の球状化率ｐ％とがｄ≦０．０４×ｐ－２．６を満足する
ことを特徴とする冷間加工用中炭素鋼板。
【請求項２】
　質量％で、さらに、
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Ｎｉ：０．０１～０．５％、
Ｃｕ：０．０５～０．５％、
Ｍｏ：０．０１～０．５％、
Ｎｂ：０．０１～０．５％、
Ｔｉ：０．００１～０．０５％、
Ｖ：０．０１～０．５％、
Ｔａ：０．０１～０．５％、
Ｂ：０．００１～０．０１％、
Ｗ：０．０１～０．５％、
Ｓｎ：０．００３～０．０３％、
Ｓｂ：０．００３～０．０３％、
Ａｓ：０．００３～０．０３％
の１種以上をさらに含有することを特徴とする請求項１に記載の冷間加工用中炭素鋼板。
【請求項３】
　Ｃｒ量［Ｃｒ］と、Ｍｏ量［Ｍｏ］とが、［Ｃｒ］＋［Ｍｏ］／１０＜０．１０を満足
することを特徴とする請求項２に記載の冷間加工用中炭素鋼板。
【請求項４】
　冷間加工前の硬度が１２０ＨＶ以上かつ１７０ＨＶ未満であることを特徴とする請求項
１または２に記載の冷間加工用中炭素鋼板。
【請求項５】
　少なくとも片面に、金属成分Ｘを含むＳｉ－Ｏ－Ｘで表されるシラノール結合に起因す
る成分、耐熱樹脂、無機酸塩および潤滑剤の各成分を含む表面処理皮膜をさらに有し、
　この表面処理皮膜が、膜厚方向に前記各成分の濃度勾配を有し、かつ前記表面処理皮膜
と前記冷間加工用中炭素鋼板との界面に近い順に、密着層とベース層と潤滑剤層との３つ
の層を有し、
　前記密着層が、前記シラノール結合に起因する成分を前記３つの層の中で最も多く含み
、０．１ｎｍ以上かつ１００ｎｍ以下の厚みを有し 、
　前記ベース層が、前記耐熱樹脂および前記無機酸塩を前記３つの層の中で最も多く含み
、かつ、１００質量部の前記耐熱樹脂に対して０．０１質量部以上かつ１０質量部以下の
前記無機酸塩を含み、０．１μｍ以上かつ１５μｍ以下の厚みを有し、
　前記潤滑剤層が、前記潤滑剤を前記３つの層の中で最も多く含み、０．１μｍ以上かつ
１０μｍ以下の厚みを有し、
　前記潤滑剤層の厚みに対する前記ベース層の厚みの比が、０．２以上かつ１０以下であ
る
ことを特徴とする請求項１または２に記載の冷間加工用中炭素鋼板。
【請求項６】
　前記無機酸塩が、リン酸塩、ホウ酸塩、ケイ酸塩、モリブデン酸塩およびタングステン
酸塩からなる群より選択される少なくとも１種の化合物であることを特徴とする請求項５
に記載の冷間加工用中炭素鋼板。
【請求項７】
　前記耐熱樹脂が、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂及びフッ素樹脂か
らなる群より選択される少なくとも１種の樹脂であることを特徴とする請求項５に記載の
冷間加工用中炭素鋼板。
【請求項８】
　前記潤滑剤が、ポリテトラフルオロエチレン、二硫化モリブデン、二硫化タングステン
、酸化亜鉛およびグラファイトからなる群より選択される少なくとも１種の化合物である
ことを特徴とする請求項５に記載の冷間加工用中炭素鋼板。
【請求項９】
　請求項１または請求項２に記載の成分組成を有する鋳片を、１０５０℃以上かつ１３０
０℃以下に保持する第１の工程と；
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　この第１の工程後、前記鋳片に対して７５０℃以上かつ１０００℃以下で圧延を終了す
る熱間圧延を行い、鋼板を得る第２の工程と；
　この第２の工程後、前記鋼板を、２０℃／秒以上かつ５０℃／秒以下の第一の平均冷却
速度で５００℃以上かつ７００℃以下の第一の冷却終了温度まで冷却する第３の工程と；
　この第３の工程後、前記鋼板を、５℃／秒以上かつ３０℃／秒以下の第二の平均冷却速
度で４００℃以上かつ前記第一の冷却終了温度より５０℃低い温度以下の第二の冷却終了
温度まで冷却し、巻取る第４の工程と；
　この第４の工程後、４００℃以上かつ前記第二の冷却終了温度以下である時間が３０時
間以下に制限されるように前記鋼板を保持する第５の工程と；
　この第５の工程後、前記鋼板を、６００℃以上かつＡｃ１点－１０℃以下まで加熱し、
５時間以上かつ１００時間未満保持して焼鈍を行う第６の工程と；
を含むことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の冷間加工用中炭素鋼板の製造
方法。
【請求項１０】
　冷間加工前の硬度を１２０ＨＶ以上かつ１７０ＨＶ未満とすることを特徴とする請求項
９に記載の冷間加工用中炭素鋼板の製造方法。
【請求項１１】
　前記第６の工程では、４００℃以下での露点が－２０℃未満、４００℃超での露点が－
４０℃未満であり、かつ、水素濃度が９５％以上であることを特徴とする請求項９または
１０に記載の冷間加工用中炭素鋼板の製造方法。
【請求項１２】
　前記第６の工程の後に、水溶性シランカップリング剤、水溶性無機酸塩、水溶性耐熱樹
脂および潤滑剤を含む水系の表面処理液を前記冷間加工用中炭素鋼板の少なくとも片面に
塗布し、前記表面処理液を乾燥させて、前記冷間加工用中炭素鋼板の少なくとも片面に前
記表面処理皮膜を形成することを特徴とする請求項９～１１の何れか一項に記載の冷間加
工用中炭素鋼板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷間加工性に優れ、さらには高周波焼き入れに代表される熱処理時間の短い
焼き入れ処理においても、強度を高めることが可能な冷間加工用中炭素鋼板及びその製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　中炭素鋼板は、チェーン、ギヤー、クラッチ、鋸、刃物等の素材として広く用いられて
いる。製品化には、素材を所定の形状へと成形後、焼入れ焼戻しの熱処理により硬化させ
る工程が通常行われる。このため、中炭素鋼板には加工性と焼入れ性との両立が求められ
る。特に近年、加工技術が発達し、圧縮加工と引張加工が同時に施される、従来よりも加
工度の高い成形法が採用されるようになり、中炭素鋼板には厳しい加工に耐えることので
きる成形性が求められている。更に、近年の省エネルギー化の要望により、焼入れ焼戻し
工程を従来の炉加熱方式から、高周波加熱方式へと変更する動きがある。以上のような、
ニーズの変化に対応するため、冷間加工前に軟質でありかつ冷間加工時の加工に耐え、高
周波加熱後の焼入れ性（以下、高周波焼入性という。また、高周波加熱後の焼入れを、単
に高周波焼入れという。）に優れた中炭素鋼板の開発が必須であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】日本国特開平１１－８０８８４号公報
【特許文献２】日本国特開平９－２６８３４４号公報
【特許文献３】日本国特開２００１－３２９３３３号公報
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【特許文献４】日本国特開２００１－３５５０４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来、中炭素鋼板の加工性と高周波焼入れ性との関係について、多くの調査がなされて
きたが（例えば、特許文献１～４、参照）、冷間加工性に優れかつ１００℃／秒以上の加
熱速度において焼入れ性を十分に確保できる例は報告されていないと思われる。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、Ｃ：０．１～０．８質量％、Ｓ：０．０１質量％以下の亜共
析鋼からなる中・高炭素鋼板が開示されている。この中・高炭素鋼板では、炭化物球状化
率が９０％以上であるように炭化物がフェライト中に分散しており、かつ平均炭化物粒径
が０．４～１．０μｍであり、必要に応じてフェライト結晶粒径が２０μｍ以上に調整さ
れている。しかし、この中・高炭素鋼板では、上述のように炭化物の形態を適正に制御し
、局部延性を改善することにより、伸びフランジ性を改善しているが、圧縮加工と引張加
工の両加工特性が十分ではないと考えられる。
　また、特許文献２には、冷鍛性に優れ、かつ静的強度や曲げ疲労強度および転がり接触
疲労強度に優れた高強度高周波焼入れ用鋼が開示されている。この高周波焼入れ用鋼では
、鍛造性を得るために必要な具体的な炭化物の形状が明示されておらず、焼入れ時の加熱
温度や保持時間等の具体的な条件も明確にされていない。
　また、特許文献３には、冷間鍛造性に優れ、限界据込率の高い高周波焼入れ用鋼が開示
されているが、焼入れ時の加熱温度や保持時間等の具体的な条件は明確にされておらず実
際に焼入れ性に優れるか明確でない。
　更に、特許文献４には、冷間加工性と高周波焼入れ性とに優れた高炭素鋼管が開示され
ている。この高炭素鋼管は、スウェージングや拡管などの局部延性に支配される加工法に
適しており、本発明の対象とする打抜き、絞り、曲げ、バーリング、据込み、しごき、押
出し等の冷間鍛造性が十分ではないと考えられる。
【０００６】
　本発明が対象とする冷間加工は、打抜き、絞り、曲げ、バーリング、据込み、しごき、
押出し等の様々な加工であり、これらの加工時には厳しい圧縮及び引張がかかる。中炭素
鋼板に前述の冷間加工を適用した場合には、フェライト相と炭化物との間に界面剥離によ
る亀裂が発生して伝播し、割れが生じると考えられる。したがって、加工時におけるこの
界面剥離を防止するためには、成分の調整及び炭化物の形態制御が重要である。
　また、冷間加工された素材は、焼入れ処理が施されることが多く、熱処理時間が短い高
周波焼入れ処理においては、加熱中に素材中の炭化物が十分に溶解せず、安定した焼入れ
性を得ることが困難である。したがって、高周波焼入れによって十分に炭化物を溶解させ
るためには、素材の炭化物の形態制御が重要である。
　しかしながら、中炭素鋼板に冷間加工を適用して、高周波焼入れを行う場合の問題点が
これまでのところ明確でないように思われる。
なお、本発明において、中炭素鋼板は、Ｃが０．３０％以上かつ０．６０％以下であって
、板厚が１．６ｍｍ以上かつ２０ｍｍ以下の鋼板を示す。
【０００７】
　本発明は、上記実情に鑑み、冷間加工性に優れ、高周波焼入れ処理においても、十分な
焼入れ硬化能を有する高周波焼入れ性に優れた中炭素鋼板及びその製造方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記目的を達成する手法について鋭意研究した。その結果、鋼板の成分
組成の調整に加え、所定の条件を満足するように炭化物の平均径と炭化物の球状化率とを
制御することで、冷間加工時の硬度が低くて冷間加工性に優れ、平均加熱速度が１００℃
／秒以上の高周波焼入れ処理においても、十分な焼入れ硬化能を有する中炭素鋼板を提供
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することができることを知見した。
【０００９】
　本発明は、上記知見に基づいてなされたもので、その要旨は以下のとおりである。
【００１０】
　（１）本発明の一態様に係る冷間加工用中炭素鋼板は、１００℃／秒の平均加熱速度で
昇温後、１０００℃で１０秒保持し、２００℃／秒の平均冷却速度で室温まで急冷する高
周波焼入れを行った場合に硬度が５００ＨＶ以上かつ９００ＨＶ以下になる冷間加工用中
炭素鋼板であって、質量％で、Ｃ：０．３０～０．６０％、Ｓｉ：０．０６～０．３０％
、Ｍｎ：０．３～２．０％、Ｐ：０．０３０％以下、Ｓ：０．００７５％以下、Ａｌ：０
．００５～０．１０％、Ｎ：０．００１～０．０１％、Ｃｒ：０．００１～０．１０％を
含有し、残部がＦｅ及び不可避的不純物からなり、炭化物の平均径ｄが０．６μｍ以下、
炭化物の球状化率ｐが７０％以上かつ９０％未満であり、前記炭化物の平均径ｄμｍと前
記炭化物の球状化率ｐ％とがｄ≦０．０４×ｐ－２．６を満足する。
【００１１】
　（２）上記（１）に記載の冷間加工用中炭素鋼板は、質量％で、さらに、Ｎｉ：０．０
１～０．５％、Ｃｕ：０．０５～０．５％、Ｍｏ：０．０１～０．５％、Ｎｂ：０．０１
～０．５％、Ｔｉ：０．００１～０．０５％、Ｖ：０．０１～０．５％、Ｔａ：０．０１
～０．５％、Ｂ：０．００１～０．０１％、Ｗ：０．０１～０．５％、Ｓｎ：０．００３
～０．０３％、Ｓｂ：０．００３～０．０３％、Ａｓ：０．００３～０．０３％の１種以
上をさらに含有してもよい。
　（３）上記（２）に記載の冷間加工用中炭素鋼板では、Ｃｒ量［Ｃｒ］と、Ｍｏ量［Ｍ
ｏ］とが、［Ｃｒ］＋［Ｍｏ］／１０＜０．１０を満足してもよい。
　（４）上記（１）または（２）に記載の冷間加工用中炭素鋼板では、冷間加工前の硬度
が１２０ＨＶ以上かつ１７０ＨＶ未満であってもよい。
【００１２】
　（５）上記（１）または（２）に記載の冷間加工用中炭素鋼板は、少なくとも片面に、
金属成分Ｘを含むＳｉ－Ｏ－Ｘで表されるシラノール結合に起因する成分、耐熱樹脂、無
機酸塩および潤滑剤の各成分を含む表面処理皮膜をさらに有し、この表面処理皮膜が、膜
厚方向に前記各成分の濃度勾配を有し、かつ前記表面処理皮膜と前記冷間加工用中炭素鋼
板との界面に近い順に、密着層とベース層と潤滑剤層との３つの層を有し、前記密着層が
、前記シラノール結合に起因する成分を前記３つの層の中で最も多く含み、０．１ｎｍ以
上かつ１００ｎｍ以下の厚みを有し 、前記ベース層が、前記耐熱樹脂および前記無機酸
塩を前記３つの層の中で最も多く含み、かつ、１００質量部の前記耐熱樹脂に対して０．
０１質量部以上かつ１０質量部以下の前記無機酸塩を含み、０．１μｍ以上かつ１５μｍ
以下の厚みを有し、前記潤滑剤層が、前記潤滑剤を前記３つの層の中で最も多く含み、０
．１μｍ以上かつ１０μｍ以下の厚みを有し、前記潤滑剤層の厚みに対する前記ベース層
の厚みの比が、０．２以上かつ１０以下であってもよい。
【００１３】
　（６）上記（５）に記載の冷間加工用中炭素鋼板では、前記無機酸塩が、リン酸塩、ホ
ウ酸塩、ケイ酸塩、モリブデン酸塩およびタングステン酸塩からなる群より選択される少
なくとも１種の化合物であってもよい。
　（７）上記（５）に記載の冷間加工用中炭素鋼板では、前記耐熱樹脂が、ポリイミド樹
脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂及びフッ素樹脂からなる群より選択される少なくと
も１種の樹脂であってもよい。
　（８）上記（５）に記載の冷間加工用中炭素鋼板では、前記潤滑剤が、ポリテトラフル
オロエチレン、二硫化モリブデン、二硫化タングステン、酸化亜鉛およびグラファイトか
らなる群より選択される少なくとも１種の化合物であってもよい。
【００１４】
　（９）本発明の一態様に係る上記（１）～３の何れか一項に記載の冷間加工用中炭素鋼
板の製造方法は、上記（１）または（２）に記載の成分組成を有する鋳片を、１０５０℃
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以上かつ１３００℃以下に保持する第１の工程と；この第１の工程後、前記鋳片に対して
７５０℃以上かつ１０００℃以下で圧延を終了する熱間圧延を行い、鋼板を得る第２の工
程と；この第２の工程後、前記鋼板を、２０℃／秒以上かつ５０℃／秒以下の第一の平均
冷却速度で５００℃以上かつ７００℃以下の第一の冷却終了温度まで冷却する第３の工程
と；この第３の工程後、前記鋼板を、５℃／秒以上かつ３０℃／秒以下の第二の平均冷却
速度で４００℃以上かつ前記第一の冷却終了温度より５０℃低い温度以下の第二の冷却終
了温度まで冷却し、巻取る第４の工程と；この第４の工程後、４００℃以上かつ前記第二
の冷却終了温度以下である時間が３０時間以下に制限されるように前記鋼板を保持する第
５の工程と；この第５の工程後、前記鋼板を、６００℃以上かつＡｃ１点－１０℃以下ま
で加熱し、５時間以上かつ１００時間未満保持して焼鈍を行う第６の工程と；を含む。
【００１５】
　（１０）上記（９）に記載の冷間加工用中炭素鋼板の製造方法では、冷間加工前の硬度
を１２０ＨＶ以上かつ１７０ＨＶ未満としてもよい。
　（１１）上記（９）または（１０）に記載の冷間加工用中炭素鋼板の製造方法では、前
記第６の工程において、４００℃以下での露点が－２０℃未満、４００℃超での露点が－
４０℃未満であり、かつ、水素濃度が９５％以上であってもよい。
　（１２）上記（９）～（１１）の何れか一項に記載の冷間加工用中炭素鋼板の製造方法
では、前記第６の工程の後に、水溶性シランカップリング剤、水溶性無機酸塩、水溶性耐
熱樹脂および潤滑剤を含む水系の表面処理液を前記冷間加工用中炭素鋼板の少なくとも片
面に塗布し、前記表面処理液を乾燥させて、前記冷間加工用中炭素鋼板の少なくとも片面
に前記表面処理皮膜を形成してもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、冷間加工前には低硬度（軟質）であり、圧縮加工と引張加工との両冷
間加工特性に優れ、冷間加工後の平均加熱速度が１００℃／秒以上の高周波焼入れ処理に
おいても、十分な焼入れ硬化能を有し、高強度を確保することができる冷間加工性と高周
波焼入れ性との両立を図った冷間加工用中炭素鋼板及びその製造方法を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】焼入れ硬度及び冷間加工性に及ぼす炭化物の平均径及び炭化物の球状化率の影響
を示す図である。
【図２】Ｓｉ量と冷間加工後の炭化物界面及び粒内の亀裂数との関係を示す図である。
【図３】［Ｃｒ］＋［Ｍｏ］／１０と焼入れ硬度との関係を示す図である。
【図４】炭化物の球状化率と炭化物起点の亀裂数との関係を示す図である。
【図５】Ｓ量と硫化物起点の亀裂数との関係を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態の変形例に係る冷間加工用鋼板の構成を模式的に示す縦断面
図である。
【図７Ａ】スパイク試験方法について説明する概略図である。
【図７Ｂ】スパイク試験片の加工前の形状と加工後の形状とを説明する概略図である。
【図８】本発明の冷間加工用中炭素鋼板の製造方法の概略を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下本発明を詳細に説明する。
【００１９】
　まず、本発明の一実施形態に係る冷間加工用鋼板（以下「本実施形態の鋼板」というこ
とがある。）の成分組成に係る限定理由について説明する。なお、以下、「％」は「質量
％」を意味する。
【００２０】
　Ｃ：０．３０～０．６０％
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　Ｃは、鋼板の焼入れ強度を確保するうえで重要な元素である。そのため、鋼中にＣを０
．３０％以上添加し、所要の強度を確保する。Ｃ量が０．３０％未満では、焼入れ性が低
下し、機械構造用高強度鋼板としての強度が得られないので、Ｃ量の下限は０．３０％で
ある。Ｃ量が０．６０％を超えると、破壊の起点として作用する炭化物の割合が増加し冷
間加工性が低下するため、Ｃ量の上限は０．６０％である。より焼入れ性を確保する必要
がある場合には、Ｃ量の下限が、０．３５％であることが好ましく、０．３７％であるこ
とがより好ましく、０．４０％であることが最も好ましい。また、炭化物の形態をより制
御しやすくする場合には、Ｃ量の上限が、０．５５％であることが好ましく、０．５２％
であることがより好ましく、０．５０％であることが最も好ましい。
【００２１】
　Ｓｉ：０．０６～０．３０％
　Ｓｉは、脱酸剤として作用し、加工時におけるフェライトと炭化物との間の界面剥離を
抑えるとともに、焼入れ性の向上に有効な元素である。Ｓｉ量が０．０６％未満では、こ
の添加効果が得られないので、Ｓｉ量の下限は０．０６％である。一方、Ｓｉ量が０．３
０％を超えると、固溶強化によってフェライト相における亀裂発生頻度（粒内亀裂発生頻
度）が増加し、熱間圧延時のスケール疵によって表面性状が劣化するので、Ｓｉ量の上限
は０．３０％である。フェライトと炭化物との間の界面における剥離をより低減する場合
には、Ｓｉ量の下限が、０．１０％であることが好ましく、０．１３％であることがより
好ましく、０．１５％であることが最も好ましい。また、フェライト相での亀裂（粒内亀
裂）の発生をより低減する場合には、Ｓｉ量の上限が、０．２６％であることが好ましい
。
【００２２】
　Ｍｎ：０．３～２．０％
　Ｍｎは、脱酸剤として作用し、焼入れ性の向上に有効な元素である。Ｍｎ量が０．３％
未満では、この添加効果が得られないので、Ｍｎ量の下限は０．３％である。Ｍｎ量が２
．０％を超えると、高周波加熱時の炭化物の溶解が遅れ、焼入れ性（焼入れ硬度）が低下
するので、Ｍｎ量の上限は２．０％である。より焼入れ性を高める場合には、Ｍｎ量の下
限が、０．５％であることが好ましく、０．５５％であることがより好ましく、０．６５
％又は０．７３％であることが最も好ましい。また、より高周波焼入れ性を確保する場合
には、Ｍｎ量の上限が、１．６％であることが好ましく、１．４％であることがより好ま
しく、１．２％又は１．０％であることが最も好ましい。
【００２３】
　Ｐ：０．０３０％以下
　Ｐは、固溶強化元素であり、鋼板の強度に有効な元素である。鋼中にＰが過剰に含有さ
れると、靭性が低下するので、Ｐ量の上限は０．０３０％である。Ｐは、不可避的不純物
である。Ｐ量を０．００５％未満に低減すると、精錬コストが上昇するので、Ｐ量を０．
００５％未満に低減しなくてもよい。より靭性を必要とする場合には、Ｐ量の上限が０．
０２０％であることが好ましい。
【００２４】
　Ｓ：０．００７５％以下
　Ｓは、非金属介在物（硫化物）を形成し、加工性及び熱処理後の靭性を低下させる原因
になるので、Ｓ量の上限は０．００７５％以下である。図５に、Ｓ量と冷間加工時に硫化
物が起点として作用する亀裂（硫化物起点の亀裂）の数との関係を示す。この図５から分
かるように、Ｓ量が０．００７５％以下であると、硫化物起点の亀裂数が大きく低下する
。また、Ｓは、不可避的不純物である。Ｓ量を０．０００１％未満に低減すると、精錬コ
ストが大幅に上昇するので、Ｓ量を０．０００１％未満又は０．００１％以下に低減しな
くてもよい。また、より高い加工性及び靭性を確保する必要がある場合には、Ｓ量の上限
は、０．００７％であることが好ましく、０．００５％であることがより好ましい。
【００２５】
　Ａｌ：０．００５～０．１０％
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　Ａｌは、脱酸剤として作用し、Ｎの固定に有効な元素である。Ａｌ量が０．００５％未
満では、この添加効果が十分に得られないので、Ａｌ量の下限は０．００５％である。Ａ
ｌ量が０．１０％を超えると、上記添加効果が飽和し、表面疵が発生し易くなるので、Ａ
ｌ量の上限は０．１０％である。より十分にＮを固定するためには、Ａｌ量の下限が０．
０１％であることが好ましい。また、表面疵の発生をより確実に抑えるためには、Ａｌ量
の上限を０．０７％又は０．０５％としてもよい。
【００２６】
　Ｎ：０．００１～０．０１％
　Ｎは、窒化物を形成する元素である。湾曲型連続鋳造における鋳片曲げ矯正時に窒化物
が析出すると、鋳片が割れることがあるので、Ｎ量の上限は０．０１％である。Ｎは、不
可避的不純物である。鋼中のＮ量は少ないほど好ましいが、Ｎ量を０．００１０％未満に
低減すると、精錬コストが増加するので、Ｎ量の下限は０．００１０％である。精錬コス
トをより低減する場合には、Ｎ量の下限が０．００２％であることが好ましい。窒化物の
発生または粗大化をより抑える必要がある場合には、Ｎ量の上限が、０．００８％である
ことが好ましく、０．００６％であることがより好ましい。
【００２７】
　Ｃｒ：０．００１～０．１０％
　Ｃｒは、高周波加熱時の炭化物の安定性を高める元素である。鋼中へのＣｒの添加によ
ってＣｒ量が０．１０％を超えると、炭化物の安定性を大きく高め、高周波加熱時の炭化
物の溶解を抑制し、焼入れ性を低下させる。そのため、Ｃｒ量の上限は、０．１０％であ
る。鋼中のＣｒ量が少ないほど高周波焼入れ性が高まるが、Ｃｒ量を０．００１％以下に
低減すると、精錬コストが大きく増加するため、Ｃｒ量の下限は０．００１％である。高
周波加熱時の炭化物の溶解速度をより増加させる場合には、Ｃｒ量の上限が、０．０８０
％であることが好ましく、０．０７０％であることがより好ましい。また、精錬コストを
より低減する場合には、Ｃｒ量の下限が、０．０１０％であることが好ましい。
【００２８】
　鋼板の機械特性を強化するため、Ｎｉ、Ｃｕ、及び、Ｍｏの１種以上を、所要量、鋼中
に添加してもよい。
【００２９】
　Ｎｉ：０．０１～０．５％
　Ｎｉは、靭性及び焼入れ性の向上に有効な元素である。Ｎｉ量が０．０１％未満では、
この添加効果がないので、Ｎｉ量の下限は０．０１％である。Ｎｉ量が０．５％を超える
と、上記効果が飽和し、コストが増加するので、Ｎｉ量の上限は０．５％である。強度の
観点からは、Ｎｉ量の下限が０．０５％であることが好ましい。また、コストの観点から
は、Ｎｉ量の上限が０．３％であることが好ましく、０．２％であることがより好ましく
、０．１５％であることが最も好ましい。
【００３０】
　Ｃｕ：０．０５～０．５％
　Ｃｕは、焼入性の確保に有効な元素である。Ｃｕ量が０．０５％未満では、この添加効
果が不十分であるので、Ｃｕ量の下限は０．０５％である。Ｃｕ量が０．５％を超えると
、硬さが増加し過ぎ、冷間加工性が劣化するので、Ｃｕ量の上限は０．５％である。強度
の観点からは、Ｃｕ量の下限が０．０８％であることが好ましい。また、加工性の観点か
らは、Ｃｕ量の上限が０．３％であることが好ましく、０．２％であることがより好まし
く、０．１５％であることが最も好ましい。
【００３１】
　Ｍｏ：０．０１～０．５％
　Ｍｏは、焼入れ性の向上に有効な元素である。Ｍｏ量が０．０１％未満では、この添加
効果が小さいので、Ｍｏ量の下限は０．０１％である。Ｍｏ量が０．５％を超えると、鋼
中にＭｏ系の炭化物が多く析出する。高周波焼入れでは、Ｍｏ系の炭化物が十分に溶解せ
ず、素材の焼入れ性が低下するため、Ｍｏ量の上限は０．５％である。より高い焼入れ性
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が必要である場合には、Ｍｏ量の上限が、０．３％であることが好ましく、０．１％であ
ることがより好ましい。
【００３２】
　鋼板の機械特性を、さらに強化するため、Ｎｂ、Ｖ、Ｔａ、Ｂ、及び、Ｗの１種以上を
、所要量、鋼中に添加してもよい。
【００３３】
　Ｎｂ：０．０１～０．５％
　Ｎｂは、炭窒化物を形成し、結晶粒の粗大化防止及び靭性改善に有効な元素である。Ｎ
ｂ量が０．０１％未満では、この添加効果が充分に発現しないので、Ｎｂ量の下限は０．
０１％である。Ｎｂ量が０．５％を超えると、上記添加効果が飽和するので、Ｎｂ量の上
限は０．５％である。上記添加効果を効率良く利用するためには、Ｎｂ量が、０．０７～
０．４％であることが好ましい。必要に応じて、Ｎｂ量の下限を０．０９％又は０．１４
％に、上限を０．３５％又は０．３％に制限してもよい。
【００３４】
　Ｔｉ：０．００１～０．０５％
　Ｔｉは、Ｎ固定の観点から鋼中に添加され、鋳片の脆化抑制及び材質の安定化に寄与す
る。Ｔｉを鋼中に添加してＴｉ量が０．０５％を超えると、この効果が飽和し、Ｔｉ量が
０．００１％以下では、この効果が得られない。そのため、Ｔｉ量の範囲は、０．００１
～０．０５％である。上記効果を効率良く利用するためには、Ｔｉ量の上限が、０．２０
％であることが好ましい、０．１０％であることがより好ましく、０．０６％であること
が最も好ましい。
【００３５】
　Ｖ：０．０１～０．５％
　Ｖは、Ｎｂと同様に、炭窒化物を形成し、結晶粒の粗大化防止及び靭性改善に有効な元
素である。Ｖ量が０．０１％未満では、この添加効果が小さいので、Ｖ量の下限は０．０
１％である。Ｖ量が０．５％を超えると、炭化物が生成し焼入れ硬度が低下するので、Ｖ
量の上限は０．５％である。上記効果を効率良く利用するためには、Ｖ量が、０．０７～
０．２％であることが好ましい。
【００３６】
　Ｔａ：０．０１～０．５％
Ｔａは、Ｎｂ、Ｖと同様に、炭窒化物を形成し、結晶粒の粗大化防止及び靭性改善に有効
な元素である。Ｔａ量が０．０１％未満では、この添加効果が小さいので、Ｔａ量の下限
は０．０１％である。Ｔａ量が０．５％を超えると、炭化物が生成し焼入れ硬度が低下す
るので、Ｔａ量の上限は０．５％である。上記効果を効率良く利用するためには、Ｔａ量
が、０．０７～０．２％であることが好ましい。
【００３７】
　Ｂ：０．００１～０．０１％
　Ｂは、微量の添加で、焼入性を高めるのに有効な元素である。Ｂ量が０．００１％未満
では、この添加効果がないので、Ｂ量の下限は０．００１％である。Ｂ量が０．０１％を
超えると、鋳造性が低下し、Ｂ系化合物が生成して靭性が低下するので、Ｂ量の上限は０
．０１％である。より高い焼入れ性が必要とされる場合には、Ｂ量の下限が、０．００３
％であることが好ましい。また、Ｂ系化合物の生成を抑える必要がある場合には、Ｂ量の
上限が、０．００７％であることが好ましく、０．００５％であることがより好ましい。
【００３８】
　Ｗ：０．０１～０．５％
　Ｗは、鋼板の強化に有効な元素である。Ｗ量が０．０１％未満では、この添加効果が発
現しないので、Ｗ量の下限は０．０１％である。Ｗ量が０．５％を超えると、加工性が低
下するので、Ｗ量の上限は０．５％である。強度の観点からは、Ｗ量の下限が０．０４％
であることが好ましい。加工性の観点からは、Ｗ量の上限が０．２％であることが好まし
い。



(10) JP 5048168 B1 2012.10.17

10

20

30

40

50

【００３９】
　鋼板の原料としてスクラップを用いた場合、不可避的にＳｎ、Ｓｂ、及び、Ａｓの１種
以上が鋼中に混入することがあるが、いずれも、その量が０．０３％以下であれば、高周
波焼入れ性および焼入れ性を阻害しない。そのため、Ｓｎ：０．０３％以下、Ｓｂ：０．
０３％以下、及び、Ａｓ：０．０３％以下の１種以上を鋼中に含有してもよい。通常、こ
れらの成分は、それぞれ０．００３％以上不純物として含まれるが、少ない方が好ましい
。
【００４０】
　鋼板中のＯ量を規定していないが、酸化物が凝集して粗大化すると、冷間加工性が低下
するので、Ｏ量は、０．００２５％以下であることが好ましい。Ｏ量は、少ないほうが好
ましいが、不可避的に含まれるＯの量を０．０００１％未満に低減することは、技術的に
困難であるので、０．０００１％以上のＯを含有してもよい。
【００４１】
　鋼板の溶製原料としてスクラップを用いた場合、Ｚｎ、Ｚｒ等の元素が、不可避的不純
物として混入するが、鋼板の特性を阻害しない範囲で、上記元素が鋼中に混入してもよい
。なお、Ｚｎ、Ｚｒ以外の元素でも、鋼板の特性を阻害しない範囲で、鋼中に混入しても
よい。
【００４２】
　上述したように、Ｃｒ及びＭｏは、いずれも高温時における炭化物から母相へのＣの供
給（固溶）を抑制し、焼入れ性を低下させる。すなわち、Ｃｒは、セメンタイト中に固溶
し、高周波加熱時にセメンタイトから母相へのＣの固溶を抑制し、焼入れ性を低下させる
。また、Ｍｏは、鋼中に過剰に含まれると、Ｍｏ系の炭化物を形成する。この場合、高周
波加熱時にこのＭｏ系の炭化物から母相へのＣの固溶が抑制され、焼入れ性が低下する。
したがって、鋼中にＣｒとＭｏとが含まれる場合には、Ｃｒ量［Ｃｒ］とＭｏ量［Ｍｏ］
とが、以下の（１）式を満足することが好ましい。
　［Ｃｒ］＋［Ｍｏ］／１０＜０．１０　　・・・（１）
　以上のように、本実施形態の中炭素鋼板は、上述の基本元素を含み、残部Ｆｅ及び不可
避的不純物からなる化学組成、または、上述の基本元素と、上述の選択元素から選択され
る少なくとも１種とを含み、残部Ｆｅ及び不可避的不純物からなる化学組成を有する。
【００４３】
　さらに、本実施形態では、上述の成分組成に加えて、炭化物の形態を制御する必要があ
る。以下に炭化物の形態について詳細に説明する。
　すなわち、炭化物の平均径が０．６μｍ以下であり、炭化物の球状化率が７０％以上か
つ９０％未満であり、炭化物の平均径ｄ（μｍ）と炭化物の球状化率ｐ（％）とが、下記
式（２）を満足する。
　ｄ≦０．０４×ｐ－２．６　　・・・（２）
【００４４】
　組織（炭化物）の観察には、走査型電子顕微鏡を用いることが好ましい。３０００倍の
倍率にて組織観察面上に炭化物が５００個以上含まれる視野（領域）を４個所以上選択し
、その領域中に含まれる各炭化物の面積を測定する。ここで、ノイズによる測定誤差の影
響を抑えるため、面積が０．０１μｍ２以下の炭化物は、評価の対象から除外する。測定
した炭化物の平均面積（面積の平均値）を円形で近似した際の直径（円相当径）を、平均
径（平均炭化物径）と定義する。各炭化物の短軸長に対する長軸長の比（アスペクト比）
が３以上の炭化物を針状炭化物と定義し、この比が１以上かつ３未満の炭化物を球状炭化
物と定義する。また、球状炭化物の個数を全炭化物の個数で除した値を炭化物の球状化率
と定義する。
【００４５】
　炭化物の平均径は、０．６μｍ以下にする必要がある。粗大な炭化物は、溶解完了まで
に必要な時間が長いため、焼入れ性を低下させやすい。特に、炭化物の平均径が０．６μ
ｍよりも大きい場合、平均加熱速度１００℃／秒の高周波焼入れにおける焼入れ硬化能は
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低下する。また、高周波焼入れの条件及び上記成分組成に応じて、炭化物の平均径を、０
．５５μｍ以下に制御することが好ましく、０．５μｍ以下に制御することがより好まし
い。なお、上記の測定方法から、面積が０．０１μｍ２超の炭化物の平均径を、０．１１
（＝０．２／√π）μｍ超かつ０．６μｍ以下に規定してもよい。
【００４６】
　炭化物の球状化率は、７０％以上かつ９０％未満である。針状炭化物の周辺は、冷間加
工時に応力が局所化しやすく、割れの発生起点になりやすい。特に、球状化率が７０％未
満であると、冷間加工性が悪化するため、炭化物の球状化率は７０％以上である。また、
より高い冷間加工性が必要である場合には、炭化物の球状化率が、７３％以上であること
が好ましく、７５％以上であることがより好ましい。一方で、球状炭化物では、針状炭化
物に比べて、鋼の母相と接する表面積が小さく、炭化物から母相への炭素の放出拡散経路
が狭い。特に、球状化率が９０％以上である場合、平均加熱速度１００℃／秒の高周波焼
入れにおける焼入れ硬化能が十分でない。また、高周波焼入れの条件に応じて、炭化物の
球状化率を８５％未満に制御することが好ましい。なお、前記の測定方法から、面積が０
．０１μｍ２超の炭化物の球状化率を、７０％以上かつ９０％未満と規定してもよい。
【００４７】
　上記の条件（平均径及び球状化率）に加えて、炭化物の平均径ｄ（μｍ）と炭化物の球
状化率ｐ（％）とが、上記（２）式を満足する必要がある。すなわち、炭化物の球状化率
が７０％以上かつ８０％未満であり、針状炭化物が多い場合に、針状炭化物の長軸長の絶
対値が冷間加工性に影響を及ぼすため、炭化物の球状化率と炭化物の平均径との間に（２
）式の関係が必要になる。以下に、この（２）式について説明する。
　冷間加工性は、冷間加工時の亀裂数と深い関係があり、亀裂数が多いほど冷間加工性が
低い。冷間加工時の亀裂は、加工により導入された転位の絡み合いや転位のカッティング
により生じたボイド（原子空孔）を核として発生すると考えられる。したがって、加工歪
の集中を抑えることにより冷間加工性を確保することができる。
　炭化物が針状であると、短軸長と長軸長との間の寸法差が大きく、針状の炭化物の長軸
方向の端部（長軸端部）に応力が集中し、この長軸端部の応力場と短軸方向の端部（短軸
端部）の応力場との間の応力差が大きくなる。この応力場の不均一性を解消するため、転
位（歪）が導入される。このため、冷間加工時には、針状炭化物の近傍でボイドが多数生
成し、亀裂が発生すると考えられる。一方、炭化物が球状であると、短軸長と長軸長との
間の寸法差が小さく、応力場の不均一性が少ないため、炭化物の近傍に転位（歪）が局在
化しにくくなり、亀裂の発生が抑制されると考えられる。
　また、炭化物のアスペクト比だけではなく、針状炭化物の長軸長の絶対値も長軸端部の
応力集中に影響を及ぼす。長軸長が大きいほど、長軸端部での応力集中が高くなるため、
転位（歪）が発生しやすくなる。このため、冷間加工性を確保するためには、炭化物の球
状化率が高くない場合（針状炭化物が多い場合）に、炭化物の平均径を小さくする必要が
ある。すなわち、炭化物の球状化率が７０％以上かつ８０％未満である場合に、炭化物の
平均径ｄ（μｍ）と炭化物の球状化率ｐ（％）とが、上記（２）式を満足する必要がある
。
　このように、本発明者らは、炭化物の平均径と炭化物の球状化率とについて適切な所定
の条件を満足させることにより、高周波焼入れ性を確保しながら冷間加工性を高めること
ができることを明らかにした。
【００４８】
　さらに、本実施形態では、上述の成分組成及び炭化物の形態に加えて、冷間加工前の硬
度を制御することが望ましい。
　冷間加工前の硬度が１７０ＨＶ未満であれば、十分な延性が得られるため、加工時に十
分な成形量を確保することができる。より大きな成形量を確保するためには、冷間加工前
の硬度が、１６５ＨＶ未満であることが好ましく、１６０ＨＶ未満であることがさらに好
ましく、１５５ＨＶ未満であることが最も好ましい。鋼板が軟質な程、延性が改善し厳し
い加工にも鋼板が耐えうるが、打抜き加工時のダレが発生しやすくなる。そのため、冷間
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加工前の硬度が、１２０ＨＶ以上であることが好ましい。近年、打ち抜きと曲げと絞り加
工とを一体化した冷間加工技術も普及しつつあり、そのような製造工程の一体化に応じて
、適切に冷間加工前の硬度を制御することが望ましい。
【００４９】
　成分組成に加え、炭化物の平均径と炭化物の球状化率とについて適切な上記所定の条件
を満足させることにより、鋼板の冷間加工性と高周波焼入れ性とを両立させる技術は、本
発明者らが見いだした新規な知見である。本発明者らは、さらに、冷間加工前の硬度を１
７０ＨＶ未満に制御することにより、冷間加工に対して鋼板を好適に使用できることを見
出した。
【００５０】
　高周波焼入れ後の焼入れ硬度は、５００ＨＶ以上であることが好ましい。焼入れ硬度が
５００ＨＶ以上であると、焼入れ鋼の高強度化に伴い耐摩耗性が向上する。特に、自動車
用部品のクラッチプレートやギヤーのような部材では、耐摩耗性を得るために５００ＨＶ
以上の硬質化が望ましい。焼入れ硬度が高すぎると、焼入れ部の靭性が極度に低下し、機
械構造用部材としての機能を失うことがある。そのため、高周波焼入れ後の焼入れ硬度は
、９００ＨＶ以下であることが好ましく、８００ＨＶ以下であることがより好ましく、７
５０ＨＶ以下であることが最も好ましい。
【００５１】
　ここでは、部品に必要とされる焼入れ硬度の基準を定義するために、１００℃／秒の平
均加熱速度で室温から１０００℃まで加熱後１０秒保持し、直ちに２００℃／秒以上の平
均冷却速度で室温まで急冷する高周波焼入れを行っている。具体的には、本発明における
高周波焼入れの試験条件は、７５０℃以上を１００±１５℃／秒の平均加熱速度で室温か
ら１０００±２０℃まで昇温後、１０００±２０℃で１０±０．５秒保持し、その後直ち
に８００℃から４００℃の間を２００±１０℃／秒の平均冷却速度で室温まで急冷する条
件である。この条件の高周波焼入れ後、ビッカース硬さで５００以上（つまり５００ＨＶ
以上）となる鋼板が、本発明の対象である。
【００５２】
　また、鋼板の板厚は、特に制限されないが、加工性の観点から、２０ｍｍ以下又は１６
ｍｍ以下であることが好ましく、１４ｍｍ以下であることがより好ましく、１２ｍｍ以下
又は９ｍｍ以下であることが最も好ましい。また、強度の観点から、１ｍｍ以上又は２ｍ
ｍ以上であることが好ましく、２．５ｍｍ以上であることがより好ましく、３ｍｍ以上で
あることが最も好ましい。
【００５３】
　さらに、図１～５を用いて、本実施形態の鋼板の重要な概念について説明する。
【００５４】
　図１に、焼入れ硬度及び冷間加工性に及ぼす炭化物の平均径及び炭化物の球状化率の影
響を示す。また、冷間加工性を、幅３０ｍｍ、長さ１００ｍｍの試験片（平板曲げ試験片
）を用いて平板曲げ試験により評価した。この曲げ試験では、曲げられたサンプル（平板
曲げサンプル）の内面（内周面）及び外面（外周面）に、それぞれ圧縮応力及び引張応力
がかかるため、サンプルの内面側及び外面側の亀裂を評価することで、圧縮応力及び引張
応力に対する加工性を同時に測定することが可能である。本発明では、曲げ半径を板厚の
１／２に設定し、曲げ角度を９０°に設定している。図１に示すように、炭化物の平均径
ｄが０．６μｍ以下であり、炭化物の球状化率ｐが７０％以上かつ９０％未満であり、炭
化物の平均径ｄ（μｍ）と炭化物の球状化率ｐ（％）とが上記式（２）を満たす鋼板（図
１中の白丸）では、高周波焼入れ後に５００ＨＶ以上の焼入れ硬度を得ることができ、加
工時に割れが発生しなかった。これに対して、炭化物の球状化率が７０％以上かつ８０％
未満であり、炭化物の平均径ｄ（μｍ）と炭化物の球状化率ｐ（％）とが上記式（２）を
満たさない鋼板又は炭化物の球状化率が７０％未満である鋼板（図１中の黒四角）では、
破壊の起点として作用する炭化物の割合が増加し、加工時に割れが発生した。また、炭化
物の平均径が０．６μｍ超であり、炭化物の球状化率が８０％以上かつ９０％未満である
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鋼板又は炭化物の球状化率が９０％以上である鋼板（図１中の黒三角）では、焼入れ硬度
が十分ではなかった。
【００５５】
　ここでは、特に別記しない限り、基準として使用する焼入れ硬度は、以下の条件で測定
した硬度と定義する。サンプルを、周波数７８ｋＨｚにて１００℃／秒の平均加熱速度で
室温から１０００℃まで加熱後１０秒保持し、直ちに２００℃／秒以上の平均冷却速度で
室温まで急冷する高周波焼入れを行い、ビッカース硬度を測定した。この高周波焼入れ後
のビッカース硬度が本実施形態における焼入れ硬度である。球状化率が低下するほど、炭
化物が溶けやすくなるため焼入れ硬度は高くなりやすい。同様に、炭化物の平均径が低下
するほど、炭化物が溶けやすくなるため焼入れ硬度は高くなりやすい。一方、球状化率が
増加するほど、加工性は大きくなる。このように、炭化物の形態を制御することにより、
互いに相反する加工性と焼入れ硬化性との両因子を両立させることができる。
【００５６】
　図２に、Ｓｉ量と冷間加工性（冷間加工後の炭化物界面及び粒内の亀裂数）との関係を
示す。平板曲げサンプルの曲げ角部（最大曲率部）の板厚断面（板厚方向及び長手方向を
含む断面）において板厚１／８～３／８、５／８～７／８の領域の亀裂数を走査型電子顕
微鏡にて倍率３０００倍で測定した。上記の亀裂数が１ｍｍ２あたり２０個以内である場
合、冷間加工時における界面剥離に起因する亀裂発生が抑えられると判断できるため、冷
間加工性が“良好”であると評価した。また、亀裂数が２０個超である場合、冷間加工性
が“不良”であると評価した。図２に示すように、Ｓｉ量が０．０６％以上である鋼板で
は、冷間加工性が良好であった。さらに、０．３％のＳｉ量まではＳｉ量が増加するとと
もに、亀裂数が減少した。この場合には、フェライトと炭化物との界面における剥離によ
って亀裂が生じていた。さらに、Ｓｉ量が０．３％を超えると、Ｓｉ量が増加するととも
に、亀裂数が増加した。この場合には、フェライト相中に亀裂が生じていた。また、Ｓｉ
量が０．０６％から０．１％まで増加すると、亀裂数の低下割合が大きく、冷間加工性が
大きく改善した。加えて、Ｓｉ量が０．１５～０．２６％であれば、Ｓｉにより冷間加工
性を改善する効果を最大限得ることができた。なお、図２では、Ｃ量が０．４０～０．４
５％のサンプルを６８０℃で３０ｈｒ焼鈍後、後述の冷間加工性の評価を行った。
【００５７】
　図３に、［Ｃｒ］＋［Ｍｏ］／１０と焼入れ硬度との関係を示す。図３に示すように、
［Ｃｒ］＋［Ｍｏ］／１０が０．１０未満であると、焼入れ硬度がより向上する。したが
って、［Ｃｒ］＋［Ｍｏ］／１０が０．１０未満であることが好ましい。なお、図３では
、Ｃ量が０．４０～０．４５％のサンプルを６８０℃で３０ｈｒ焼鈍後、上述の高周波焼
入れを行い、焼入れ硬度が測定された。
【００５８】
　図４に、炭化物の球状化率と冷間加工時に炭化物を起点として発生する亀裂（炭化物起
点の亀裂）の数との関係を示す。この図４から分かるように、炭化物の球状化率が７０％
未満であると、急激に亀裂数が増加することが分かる。
　また、図５に、Ｓ量と冷間加工時の硫化物起点の亀裂数との関係を示す。この図５から
分かるように、Ｓ量が０．００７５％以下であると、硫化物起点の亀裂数が大きく低下す
る。
　なお、硫化物起因の亀裂と炭化物起因の亀裂とを判別するために、走査型電子顕微鏡に
付属のエネルギー分散型Ｘ線分光器（ＥＤＳ）を使用した。
【００５９】
　次に、本発明の一実施形態に係る冷間加工用中炭素鋼板の製造方法（以下「本実施形態
の製造方法」という。）について説明する。本実施形態の製造方法は、高温捲取と低温焼
鈍とを組みわせる技術思想を有しており、その具体例を以下に示す。なお、以下に示す製
造方法は、その一例であって、必要な組織が得られれば他の方法で製造してもよい。
【００６０】
　まず、上記実施形態の化学成分の連続鋳造鋳片（鋳片）を加熱する。加熱温度は、１０
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５０℃以上かつ１３００℃以下である。また、加熱中の脱炭と吸窒を抑えるため均熱時間
は、１５０分以下であることが好ましく、９０分以下であることがより好ましい。ここで
、均熱時間は、鋳片表面の温度が目標加熱温度より２０℃低い温度に達した時から、鋳片
が加熱炉を出るまでの時間を示している。加熱温度が１３００℃を超えたり、均熱時間が
過剰に長すぎたりすると、加熱工程でスラブの表層部の脱Ｃが顕著になり、鋼板表面の焼
入れ性が劣化する。また、１０５０℃以上に鋳片を加熱すると、略オーステナイト単相の
組織を得ることができる。脱Ｃを抑制する観点から、加熱温度は、１２８０℃以下である
ことが好ましく、１２４０℃以下であることがより好ましく、１２００℃以下であること
が最も好ましい。同様に、均熱時間は、６０分以下であることがさらに好ましい。なお、
均熱時間の下限は、特に制限されない。
【００６１】
　なお、連続鋳造鋳片を、直接熱間圧延に供しても、冷却後再加熱して熱間圧延に供して
もよい。前者と、後者との間で、鋼板特性に差は殆ど生じない。
【００６２】
　熱間圧延では、通常の熱間圧延、及び、仕上圧延においてスラブを接合する連続化熱間
圧延のどちらを採用してもよい。熱間圧延の終了温度（熱延終了温度）は、生産性、板厚
精度、異方性改善及び表面疵抑制の観点から決定される。熱間圧延終了温度が７５０℃よ
り低いと、仕上げ圧延で焼き付きによる疵が多発する。また、熱延終了温度が１０００℃
より高いと、スケール起因の疵の発生頻度が高くなり、製品歩留まりが低下してコストを
増大させる。そのため、熱間圧延終了温度は、７５０～１０００℃である。
【００６３】
　さらに、熱間圧延（仕上圧延）後の鋼板を、熱間圧延後直ちに２０℃／秒以上かつ５０
℃／秒以下の平均冷却速度（第一の平均冷却速度）で５００℃以上かつ７００℃以下の冷
却温度（第一の冷却終了温度）まで冷却する。この場合、初析フェライトの生成及び成長
を制限しながら鋼板中に生成するパーライトのラメラ間隔を減少させ、焼鈍後の鋼板中の
炭化物を微細にすることができる。熱延終了温度からこの冷却温度（第一の冷却終了温度
）までの平均冷却速度が２０℃／秒以下であると、初析フェライトの生成及び成長が制限
されないため、偏析に伴うパーライトバンドが生成することがある。そのため、焼鈍後に
粗大な炭化物が形成されやすく、焼入れ性が低下することがある。また、この平均冷却速
度が５０℃／秒以上であると、鋼板の温度制御が困難になる。さらに、上述の球状化率を
有するセメンタイトを確保するために必要なパーライトが十分に生成しないことがある。
このように、パーライトの組織制御を適切に行うため、パーライトの変態開始温度と変態
終了温度とを考慮して、上記冷却温度を、５００℃以上かつ７００℃に制御している。
【００６４】
　その後、この鋼板を、５℃／秒以上かつ３０℃／秒以下の平均冷却速度（第二の平均冷
却速度）で４００℃以上かつ上記の第一の冷却終了温度より少なくとも５０℃低い温度（
すなわち、第一の冷却終了温度と第二の冷却終了温度の差が５０℃以上、第一の冷却終了
温度より５０℃低い温度以下）である巻取温度（第二の冷却終了温度）まで冷却して捲き
取る。この場合、鋼板中のパーライト量を確保しながら鋼板中に生成するパーライトのラ
メラ間隔を減少させ、焼鈍後の鋼板中の炭化物を微細にすることができる。第一の冷却終
了温度から第一の冷却終了温度よりも５０℃低い温度までの温度域で鋼板を巻き取った場
合、ラメラ間隔の粗いパーライトが生成し、焼鈍後に炭化物が球状化しにくくなり冷間加
工性を悪化させるため、巻き取りを第一の冷却終了温度より少なくとも５０℃低い温度で
行う。また、上記冷却温度から巻取温度までの平均冷却速度が５℃／秒以下であると、偏
析に伴うパーライトバンドが生成したり、パーライトのラメラ間隔が大きく増加したりす
ることがある。そのため、焼鈍後に粗大な炭化物が形成されやすく、鋼板の焼入れ性が低
下することがある。また、この平均冷却速度が３０℃／秒以上であると、上述の球状化率
を有するセメンタイトを確保するために必要なパーライトが十分に生成しないことがある
。
【００６５】
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　また、上述のように、冷却後の鋼板は、４００℃から第一の冷却終了温度より少なくと
も５０℃低い温度までの巻取温度で巻き取られる。巻取温度が４００℃未満であると、一
部マルテンサイト変態が生じて鋼板の強度が高くなり、ハンドリングが困難になることが
ある。また、組織が不均一になり、冷延する際にゲージハンチングが生じて歩留りが低下
することがある。一方、第一の冷却終了温度より５０℃低い温度を超える温度で巻き取り
を実施すると、前述のとおり、ラメラ間隔の粗いパーライトが生成し、焼鈍後の球状化率
を低下させるため、冷間加工性が悪化する。
【００６６】
　さらに、巻き取られた鋼板（コイル）が４００℃以上である時間が３０時間以下に制限
されるように、鋼板を４００℃以上かつ第二の冷却終了温度以下に保持する。その後、鋼
板を、４００℃以下の温度（例えば、室温、酸洗可能な温度）まで冷却する。ここで、保
持と冷却とを同一の工程で行う場合、冷却時に、鋼板が４００℃以上である時間を３０時
間以下に制限する。これらの場合、脱炭を抑制して、表面のＣ量を十分に確保することが
できる。鋼板が４００℃以上である時間が３０時間を越えると、鋼板表面で酸素源（例え
ば、空気）と炭素とが反応し、高周波焼入れに必要とされる鋼板表面の炭素量を確保する
ことが困難になる。
　上記の冷却された鋼板を酸洗し、表面を清浄化した後、鋼板に軟質化焼鈍を施す。本実
施形態では、鋼板に軟質化箱焼鈍を施し、鋼板の加工性を向上させている。
【００６７】
　軟質化箱焼鈍（焼鈍）では、鋼板を室温から６００℃以上かつＡｃ１－１０℃以下の焼
鈍温度まで加熱した後、５時間以上かつ１００時間未満保持する。この５時間以上かつ１
００時間未満の保持によりフェライト粒を粗大化させて鋼板を軟質化させ、かつ炭化物の
球状化率を高めすぎないように鋼板が焼鈍される。焼鈍温度がＡｃ１－１０℃以上（特に
、Ａｃ１℃以上）であると、炭化物が急速に球状化するため、その後の高周波焼入れにお
いて焼入れ性が低下する。一方、焼鈍温度が６００℃以上かつＡｃ１－１０℃以下である
と、鋼板中の元素（特に、Ｃ）の拡散速度が最適化され、炭化物の球状化率を適切に制御
することができる。
【００６８】
　箱焼鈍では、水素濃度が９５％以上であり、かつ、４００℃以下での露点が－２０℃未
満、４００℃超での露点が－４０℃未満であることが好ましい。
【００６９】
　水素濃度が９５％以上の雰囲気中で焼鈍を行うと、コイル内の温度分布をより均一に制
御することができることに加え、窒素侵入による焼入れ性の低下を抑制することができる
。また、４００℃以下での露点を－２０℃未満に制御し、４００℃超での露点を－４０℃
未満に制御すると、焼鈍中の脱炭を十分に抑制することができる。
【００７０】
　その他の処理については、鋼板中の炭化物の形態が、上記実施形態の鋼板の条件を満た
す限り、特に制限されない。例えば、冷延およびその後の軟質化焼鈍を実施してよい。こ
こで、分かりやすいように、図８には、本実施形態及び以下の変形例を含む本発明の冷間
加工用鋼板の製造方法の概略を示すフローチャートを示している。
【００７１】
　なお、冷間加工性をさらに向上させるために、潤滑性の観点から上記実施形態の鋼板の
表面に表面処理皮膜を形成しても良い。例えば、上記実施形態の鋼板の一変形例として、
上記実施形態の鋼板の表面に以下の表面処理皮膜を形成することが好ましい。
【００７２】
　この変形例では、素地である鋼板との密着性を確保する密着層と、潤滑剤を保持するベ
ース層と、潤滑性を向上させる潤滑剤層とからなる傾斜型の表面処理皮膜を鋼板表面に設
け、各層の厚みを制御している。そのため、簡便な処理工程で地球環境保全の観点からも
好適な表面処理皮膜を鋼板表面に形成することができる。また、優れた潤滑性、焼き付き
防止性能及びカジリ防止性能を鋼板に付与することができる。
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【００７３】
　以下に図６を参照しながら、本変形例の冷間加工用鋼板（鋼板）について詳細に説明す
る。
　なお、本明細書及び上記図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素につ
いては、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００７４】
　［本変形例に係る鋼板の構成］
　まず、図６を参照しながら、本変形例に係る鋼板（以下、「表面処理鋼板」という。）
の構成について説明する。図６は、表面処理鋼板の構成を模式的に示す縦断面図である。
【００７５】
　図６に示すように、表面処理鋼板１は、素地である鋼板１０と、鋼板１０の少なくとも
片面に形成された表面処理皮膜（皮膜）１００とを有する。
【００７６】
　（鋼板１０）
　表面処理鋼板１の素地である鋼板１０には、上記実施形態の鋼板をそのまま用いること
ができる。しかしながら、上記実施形態の鋼板にめっきを施しても良い。例えば、上記実
施形態の鋼板に、亜鉛、ニッケル、鉄、アルミニウム、チタン、マグネシウム、クロム、
マンガン、スズの１種以上の金属を使用しためっきを施すことができる。
【００７７】
　（表面処理皮膜１００）
　表面処理皮膜１００では、この皮膜中の各成分が膜厚方向に濃度勾配を有している。そ
のため、傾斜型皮膜である表面処理皮膜１００を３層に区分することが可能である。すな
わち、この表面処理皮膜１００では、表面処理皮膜１００と鋼板１０との界面から表面処
理皮膜１００の表面に向かって、密着層１１０、ベース層１２０、潤滑剤層１３０の順に
３つの層が形成されている。
【００７８】
　ここで、本変形例における「傾斜型」は、上記のように、表面処理皮膜１００中に含ま
れる成分が、皮膜の膜厚方向に濃度勾配を有することを意味する。すなわち、表面処理皮
膜１００中の主な成分としては、素地である鋼板１０の表面の金属と間に形成されるシラ
ノール結合（詳細は後述する。）に起因する成分、耐熱樹脂、無機酸塩および潤滑剤があ
るが、これらの成分が、表面処理皮膜１００の膜厚方向に濃度勾配を有している。より詳
細には、表面処理皮膜１００と鋼板１０との界面から表面処理皮膜１００の表面に向かっ
て、潤滑剤１３１の濃度が増加し、反対に、耐熱樹脂および無機酸塩の濃度が減少する。
また、表面処理皮膜１００と鋼板１０との界面に近付くとともに、シラノール結合に起因
する成分が増加する。したがって、表面処理皮膜１００に含まれる密着層１００、ベース
層１２０および潤滑剤層１３０が、完全に分離して３つの層を形成している（ある層の成
分が他の層には存在しない）わけではない。
【００７９】
　以下、表面処理皮膜１００を構成する各層の構成について詳細に説明する。
【００８０】
　＜密着層１１０＞
　密着層１１０は、冷間加工に伴う表面処理皮膜１００と素地である鋼板１０との密着性
を確保し、表面処理鋼板１と金型との焼き付きを防止する役割を有する。具体的に、密着
層１１０は、表面処理皮膜１００と鋼板１０との界面に近い側に位置し、シラノール結合
に起因する成分を、表面処理皮膜１００を構成する３層のうちで最も多く含む。
【００８１】
　ここで、本変形例におけるシラノール結合は、Ｓｉ－Ｏ－Ｘ（Ｘは、鋼板（素地）の構
成成分である金属）で表され、表面処理皮膜１００と鋼板１０との界面近傍に形成される
。このシラノール結合は、表面処理皮膜１００を形成するための表面処理液中に含まれる
シランカップリング剤と、鋼板１０表面の金属（例えば、鋼板１０にめっきが施された場
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合には、めっきに含まれる金属種（Ｚｎ、Ａｌ等）、鋼板１０にめっきが施されていない
場合には、Ｆｅである）の酸化物との共有結合に対応していると推定される。また、シラ
ノール結合の存在は、試料の深さ方向における元素分析が可能な方法（例えば、高周波グ
ロー放電発光分光分析装置（高周波ＧＤＳ）により、表面処理皮膜１００の膜厚方向にお
けるシラノール結合に起因する成分（Ｓｉ、Ｘ、Ｏ）元素のスペクトル強度から、各元素
を定量することにより確認することができる。また、試料断面の直接観察（例えば、電界
放射型透過電子顕微鏡（ＦＥ－ＴＥＭ）を用いた観察方法）及び微小部元素分析（例えば
、エネルギー分散型Ｘ線分光器（ＥＤＳ）を用いた分析方法）からもシラノール結合の存
在を確認することができる。
【００８２】
　また、密着層１１０の厚みは、０．１ｎｍ以上かつ１００ｎｍ以下であることが必要で
ある。密着層１１０の厚みが０．１ｎｍ未満では、シラノール結合の形成が不十分である
ため、表面処理皮膜１００と鋼板１０との間に十分な密着力が得られない。一方、密着層
１１０の厚みが１００ｎｍを超えると、シラノール結合の数が多くなりすぎて、表面処理
鋼板１の加工時において密着層１１０内の内部応力が高くなり、皮膜が脆くなるため、表
面処理皮膜１００と鋼板１０との間の密着力が低下する。表面処理皮膜１００と鋼板１０
との間の密着力をより確実に確保する観点からは、密着層１１０の厚みが、０．５ｎｍ以
上かつ５０ｎｍ以下であることが好ましい。
【００８３】
　＜ベース層１２０＞
　ベース層１２０は、冷間加工時における鋼板追従性を向上させ、金型との焼き付きに対
する硬さおよび強度を表面処理鋼板１に付与する。また、このベース層１２０は、潤滑剤
１３１及び潤滑剤層１３０を保持する。具体的には、ベース層１２０は、密着層１１０と
潤滑剤層１３０との間に中間層として位置し、表面処理皮膜１００を構成する３層のうち
で耐熱樹脂および無機酸塩を最も多く含む。
【００８４】
　ベース層１２０に含まれる成分として、無機酸塩が選択されると、本変形例のような傾
斜型の３層構造の皮膜を形成することが可能であり、かつ、上述したベース層１２０の役
割を十分に果たすことができる。なお、本変形例では、水系の表面処理液を用いて表面処
理皮膜１００を形成するため、この表面処理液の安定性を考慮し、本変形例における無機
酸塩は水溶性であることが好ましい。ただし、無機酸塩が水に不溶または難溶な塩であっ
ても、例えば、酸に可溶な塩であれば、表面処理液の安定性を考慮する必要がない。水に
可溶性の無機酸塩（例えば、硝酸亜鉛）と酸（例えば、リン酸）とを組み合わせて使用す
ることにより、水に不溶または難溶な塩（例えば、リン酸亜鉛）を含む皮膜を形成するこ
とができる。
【００８５】
　以上のような役割から、本変形例における無機酸塩として、例えば、リン酸塩、ホウ酸
塩、ケイ酸塩、硫酸塩、モリブデン酸塩、またはタングステン酸塩を、単独で、あるいは
、複数組み合わせて使用することができる。より具体的には、無機酸塩として、例えば、
リン酸亜鉛、リン酸カルシウム、硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、ケイ酸カリウム、ホウ
酸ナトリウム、ホウ酸カリウム、ホウ酸アンモニウム、モリブデン酸カリウム、モリブデ
ン酸ナトリウム、タングステン酸カリウム、タングステン酸ナトリウム等を使用すること
ができる。ただし、これらのうち、密着層１００、ベース層１２０および潤滑剤層１３０
の各層の厚みを測定する際の便宜等の理由から、特に、無機酸塩が、リン酸塩、ホウ酸塩
およびケイ酸塩からなる群より選択される少なくとも１種の化合物であることがより好ま
しい。
【００８６】
　また、ベース層１２０には、主成分として耐熱樹脂が含まれている。冷間加工時には、
素材である表面処理鋼板１と金型との間の摩擦力により、表面処理鋼板１が比較的高温に
なるため、このような高温の加工条件下においても、表面処理皮膜１００が皮膜としての
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形状を維持する必要がある。このような観点から、本変形例における耐熱樹脂は、冷間加
工時の到達温度（概ね２００℃）を超える温度（例えば、２００℃超かつ４００℃以下の
所定温度）で、皮膜形状を保持できる耐熱性を有することが好ましい。なお、本変形例で
は、水系の表面処理液を用いて表面処理皮膜１００を形成するため、この表面処理液の安
定性を考慮し、本変形例における耐熱樹脂は水溶性であることが好ましい。
【００８７】
　以上のような役割から、本変形例における耐熱樹脂として、例えば、ポリイミド樹脂、
ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、フッ素樹脂等を使用できる。より高い耐熱性及び水溶
性を確保するためには、耐熱樹脂として、特に、ポリイミド樹脂及びフッ素樹脂からなる
群より選択される少なくとも１種の樹脂を使用することが好ましい。さらに、耐熱樹脂と
して、ポリイミド樹脂が使用されることがより好ましい。
【００８８】
　また、ベース層１２０の組成も表面処理鋼板１の組成に影響を与える。そのため、本変
形例では、表面処理皮膜１００に加工追従性および耐熱性を付与するために、ベース層１
２０が主成分として耐熱樹脂を含む。加えて、ベース層１２０では、例えば、燐酸塩、硼
酸塩、ケイ酸塩、モリブデン酸塩、タングステン酸塩等の無機成分の含有量が耐熱樹脂の
含有量よりも少なくなるように調整される。具体的には、ベース層１２０が、１００質量
部の耐熱樹脂に対して、０．１質量部以上かつ１０質量部以下の無機酸塩を含む。無機酸
塩の含有量が０．１質量部未満では、表面処理皮膜１００の摩擦係数が上昇し、十分な潤
滑性を得ることができない。一方、無機酸塩の含有量が１００質量部を超えると、潤滑剤
１３１を保持するベース層１２０の性能が十分に発揮されない。
【００８９】
　また、ベース層１２０の厚みは、０．１μｍ以上かつ１５μｍ以下であることが必要で
ある。ベース層１２０の厚みが０．１μｍ未満では、潤滑剤１３１を保持するベース層１
２０の性能が十分に発揮されない。一方、ベース層１２０の厚みが１５μｍを超えると、
ベース層１２０の厚みが大きくなりすぎるため、冷間加工時に押し込みキズなどが生じや
すくなる。潤滑剤１３１を保持するベース層１２０の性能を向上させる観点から、ベース
層１２０の厚みは０．５μｍ以上であることが好ましい。また、加工時の押し込みキズを
より確実に防止する観点から、ベース層１２０の厚みは３μｍ以下であることが好ましい
。
【００９０】
　＜潤滑剤層１３０＞
　潤滑剤層１３０は、表面処理皮膜１００の潤滑性を向上させ、摩擦係数を低減する役割
を有する。具体的に、潤滑剤層１２０は、表面処理皮膜１００の最表面に近い側に位置し
、潤滑剤１３１を、表面処理皮膜１００を構成する３層のうちで最も多く含む。
【００９１】
　本変形例において、潤滑剤１３１は、傾斜型の３層構造を有する表面処理皮膜１００を
形成でき、かつ、表面処理皮膜１００の潤滑性を十分に向上させることができれば特に限
定されない。例えば、潤滑剤１３１として、ポリテトラフルオロエチレン、二硫化モリブ
デン、二硫化タングステン、酸化亜鉛およびグラファイトからなる群より選択される少な
くとも１種の化合物を用いることができる。
【００９２】
　また、潤滑剤層１３０の厚みは、０．１μｍ以上かつ１０μｍ以下であることが必要で
ある。潤滑剤層１３０の厚みが０．１μｍ未満では、十分な潤滑性を得ることができない
。一方、潤滑剤層１３０の厚みが１０μｍを超えると、加工時に余剰カスを生じ、この余
剰カスが金型などに付着する不都合を生じる。より潤滑性を向上させる観点から、潤滑剤
層１３０の厚みは１μｍ以上であることが好ましい。また、加工時の余剰カスの発生をよ
り確実に防止する観点から、潤滑剤層１３０の厚みは６μｍ以下であることが好ましい。
【００９３】
　さらに、上述したベース層１２０の役割及び潤滑剤層１３０の役割を果たすためには、
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潤滑剤層１３０とベース層１２０との厚みの比も重要である。具体的に、ベース層１２０
の厚みに対する潤滑剤層１３０の厚みの比、すなわち、（潤滑剤層の厚み／ベース層の厚
み）は、０．２以上かつ１０以下である必要がある。（潤滑剤層の厚み／ベース層の厚み
）が０．２未満では、表面処理皮膜１００（皮膜全体）が硬くなりすぎるため、潤滑性が
十分に得られない。一方、（潤滑剤層の厚み／ベース層の厚み）が１０を超えると、潤滑
剤１３１の保持性が劣り、皮膜全体の加工追従性が不足する。
【００９４】
　＜層形成の確認方法、各層の膜厚の測定方法および決定方法＞
　以上説明したように、本変形例に係る表面処理鋼板１では、鋼板１０に近い側の密着層
１１０、皮膜表面に近い側の潤滑剤層１３０、これらの間のベース層１２０の３つの層を
存在させることが重要である。これらの層のうち、いずれの層が欠けても、本変形例で意
図している冷間加工に耐え得る潤滑性を発揮することが難しい。また、密着層１１０、ベ
ース層１２０、潤滑剤層１３０の各層の厚みが上述した範囲内でない場合にも、本変形例
で意図している冷間加工に耐え得る潤滑性を発揮することが難しい。従って、本変形例で
は、密着層１１０、ベース層１２０、潤滑剤層１３０の各層が形成されているかどうかを
確認する方法、および、これら各層の厚みを測定する方法も重要である。
【００９５】
　まず、密着層１１０、ベース層１２０、潤滑剤層１３０の各層の形成を確認する方法に
ついては、高周波ＧＤＳを用いて表面処理皮膜１００の膜厚方向（深さ方向）の元素の定
量分析を行うことにより各層の形成を確認することができる。すなわち、まず、表面処理
皮膜１００に含まれる主成分（シラノール結合に起因する成分、無機酸塩、耐熱樹脂、潤
滑剤）の代表元素（その成分にとって特徴的な元素）を設定する。例えば、シラノール結
合に起因する成分については、Ｓｉを代表元素に設定するのが適当である。また、例えば
、潤滑剤については、潤滑剤がポリテトラフルオロエチレンであれば、Ｆを代表元素に設
定し、潤滑剤が二硫化モリブデンであれば、Ｍｏを代表元素に設定するのが適当である。
次に、高周波ＧＤＳの測定チャートにおいて、これらの代表元素に相当するピークの強度
を求め、求めたピーク強度から、膜厚方向における位置ごとに各成分の濃度を算出する。
【００９６】
　本変形例における各層の厚みの決定方法については、以下のように規定する。
　まず、潤滑剤層１３０の厚みは、表面処理皮膜１００の最表面から、高周波ＧＤＳの測
定チャートにおいて、上述したように設定した潤滑剤の代表元素（例えば、Ｆ、Ｍｏ、Ｗ
、Ｚｎ、Ｃ）におけるピーク強度の最大値の１／２であるピーク強度を有する膜厚方向の
位置（深さ）までの距離である。すなわち、潤滑剤層１３０とベース層１２０との界面は
、潤滑剤の代表元素のピーク強度がピーク強度の最大値の１／２になる膜厚方向の位置と
一致する。
【００９７】
　また、密着層１１０の厚みは、表面処理皮膜１００と鋼板１０との界面から、高周波Ｇ
ＤＳの測定チャートにおいて、シラノール結合に起因する成分の代表元素（Ｓｉ）におけ
るピーク強度の最大値の１／２であるピーク強度を有する膜厚方向の位置（深さ）までの
距離である。すなわち、密着層１１０とベース層１２０との界面は、シラノール結合に起
因する成分の代表元素（Ｓｉ）のピーク強度がピーク強度の最大値の１／２になる膜厚方
向の位置と一致する。
【００９８】
　さらに、ベース層１２０の厚みは、潤滑剤の代表元素におけるピーク強度の最大値の１
／２であるピーク強度を有する位置から、シラノール結合に起因する成分の代表元素（Ｓ
ｉ）におけるピーク強度の最大値の１／２であるピーク強度を有する位置までの距離であ
る。なお、例えば、表面処理皮膜１００の断面を顕微鏡観察して表面処理皮膜１００全体
の厚みを求め、この表面処理皮膜１００全体の厚みから、上記で求めた密着層１１０およ
び潤滑剤層１３０の合計の厚みを減じて、ベース層１２０の厚みを求めてもよい。
【００９９】
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　ただし、潤滑剤１３１としてグラファイトを用いた場合には、潤滑剤層１３０とベース
層１２０との界面を決定する代表元素に炭素（Ｃ）を設定すると、潤滑剤１３１中のＣと
耐熱樹脂等に由来するＣとの区別が困難である。そのため、無機酸塩の代表元素（例えば
、Ｐ、Ｂ、Ｓｉ）を用いて、潤滑剤層１３０の厚みを求める。この場合には、潤滑剤層１
３０とベース層１２０との界面は、無機酸塩の代表元素のピーク強度がピーク強度の最大
値の１／２になる膜厚方向の位置と一致する。
【０１００】
　また、ベース層１２０の無機酸塩としてケイ酸塩を用いた場合には、ベース層１２０と
密着層１１０との界面を決定する代表元素にケイ素（Ｓｉ）を設定すると、ケイ酸塩（無
機酸塩）由来のＳｉと、密着層１１０のシラノール結合に起因する成分由来のＳｉとの区
別が困難である。そのため、ベース層１２０の耐熱樹脂成分由来の炭素（Ｃ）を代表元素
として用いて、密着層１１０およびベース層１２０の厚みを求める。さらに、ベース層１
２０の無機酸塩としてモリブデン酸塩やタングステン酸塩を用いた場合には、潤滑剤層１
３０とベース層１２０との界面を決定する代表元素にモリブデン（Ｍｏ）やタングステン
（Ｗ）を設定すると、無機酸塩由来のＭｏやＷと、潤滑剤１３１由来のＭｏやＷとの区別
が困難である。そのため、潤滑剤１３１由来の硫黄（Ｓ）を代表元素として用いて、ベー
ス層１２０および潤滑剤層１３０の厚みを求める。
【０１０１】
　なお、各層の厚みの算出方法について、高周波ＧＤＳによるスパッタ時間（本変形例の
場合は、ＳｉＯ２のスパッタ速度で換算した時間）から、各成分の代表元素におけるピー
ク強度の最大値の１／２であるピーク強度を有する位置、すなわち、表面処理皮膜１００
の膜厚方向の位置を求めることができる。
【０１０２】
　さらに、本変形例では、ベース層１２０が、１００質量部の耐熱樹脂に対して０．０１
質量部以上かつ１０質量部以下の無機酸塩を含む。このベース層１２０中の耐熱樹脂及び
無機酸塩の質量を測定する方法は、以下の通りである。皮膜をミクロトーム等により厚み
方向に研削し、ベース層を削り出す。この皮膜を分析可能な量採取した後、メノウ乳鉢で
粉砕する。粉砕後回収された皮膜の初期重量を測定後、水を添加して無機酸塩（無機化合
物）を溶解させる。無機酸塩を溶解させた後皮膜を十分に乾燥させる。乾燥後の皮膜重量
を耐熱樹脂の質量部として決定し、初期重量と乾燥後の皮膜重量との差分を無機酸塩の質
量部として決定する。
【０１０３】
　［表面処理鋼板の製造方法］
　以上、表面処理鋼板の構成について詳細に説明した。続いて、このような構成を有する
表面処理鋼板の製造方法について説明する。
【０１０４】
　この表面処理鋼板の製造方法では、水溶性シランカップリング剤、水溶性無機酸塩、水
溶性耐熱樹脂および潤滑剤を含む水系の表面処理液を鋼板１０（上述の実施形態の鋼板）
の少なくとも片面に塗布した後、表面処理液を乾燥させることにより、鋼板１０の少なく
とも片面に表面処理皮膜１００を形成する。
【０１０５】
　（表面処理液について）
　表面処理鋼板の製造方法に用いる表面処理液は、水溶性シランカップリング剤、水溶性
無機酸塩、水溶性耐熱樹脂および潤滑剤を含むが、無機酸塩、耐熱樹脂および潤滑剤の詳
細については、上述したので、ここでは説明を省略する。
【０１０６】
　水溶性シランカップリング剤は、特に限定されず、公知のシランカップリング剤であっ
てもよい。例えば、この水溶性シランカップリング剤として、３－アミノプロピルトリメ
トキシシラン、Ｎ－２－（アミノメチル）－３－アミノプロピルメチルジメトキシシラン
、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリエトキ
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シシラン等を使用することができる。
【０１０７】
　また、上記表面処理液には、各種添加剤を添加してもよい。
【０１０８】
　表面処理鋼板の製造方法に用いる表面処理液には、本変形例の効果を損なわない範囲で
、塗工性を向上させるレベリング剤や水溶性溶剤、金属安定化剤、エッチング抑制剤およ
び調整剤などを使用することが可能である。レベリング剤には、ノニオン系またはカチオ
ン系の界面活性剤が使用できる。このレベリング剤として、例えば、ポリエチレンオキサ
イド、ポリプロピレンオキサイド付加物およびアセチレングリコール化合物などが挙げら
れる。水溶性溶剤として、例えば、エタノール、イソプロピルアルコール、ｔ－ブチルア
ルコールおよびプロピレングリコールなどのアルコール類、エチレングリコールモノブチ
ルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルなどのセロソルブ類、酢酸エチル、
酢酸ブチルなどのエステル類、アセトン、メチルエチルケトンおよびメチルイソブチルケ
トンなどのケトン類等が挙げられる。金属安定化剤として、例えば、ＥＤＴＡ、ＤＴＰＡ
などのキレート化合物が挙げられる。エッチング抑制剤として、例えば、エチレンジアミ
ン、トリエチレンペンタミン、グアニジンおよびピリミジンなどのアミン化合物類が挙げ
られるが、特に、一分子内に２個以上のアミノ基を有するアミン化合物は、金属安定化剤
としての効果も有するため、エッチング抑制剤としてこのようなアミン化合物を使用する
ことがより好ましい。ｐＨ調整剤として、例えば、酢酸および乳酸などの有機酸類、フッ
酸などの無機酸類、アンモニウム塩やアミン類などが挙げられる。
【０１０９】
　上述した各成分を水中に均一に溶解あるいは分散させることにより、表面処理鋼板の製
造方法に用いる表面処理液を調製することができる。
【０１１０】
　（表面処理液の塗布および乾燥）
　上記表面処理液の鋼板１０への塗布方法として、例えば、鋼板１０を表面処理液中に浸
漬させる方法等を用いることができる。この場合、鋼板１０を予め表面処理液の温度より
高い温度に加温しておくか、乾燥の際に温風で乾燥させることが必要である。具体的には
、例えば、鋼板１０を８０℃程度の温水中に１分程度浸漬した後、４０℃～６０℃の温度
の表面処理液に１秒程度浸漬し、その後、室温で２分程度乾燥させる。このような方法に
よって、密着層１１０、ベース層１２０および潤滑剤層１３０からなる３層構造の傾斜型
の表面処理皮膜１００を形成することができる。
【０１１１】
　（各層の膜厚の制御方法）
　表面処理皮膜１００を構成する各層の膜厚は、表面処理液の塗布量、表面処理液中の各
成分の濃度、表面処理液と素地である鋼板１０との反応性、表面処理液の親水性／疎水性
を適宜制御することにより、上述したような膜厚の範囲になるように調整することができ
る。
【０１１２】
　（傾斜型の皮膜が形成される理由）
　以上のように、水溶性シランカップリング剤、水溶性無機酸塩、水溶性耐熱樹脂および
潤滑剤を水に溶解または分散させた表面処理液を鋼板１０に塗布した後乾燥させることに
より、傾斜型の表面処理皮膜１００が形成される理由を、本発明者らは、以下のように推
定している。まず、上記のように鋼板１０を予め表面処理液の温度より高い温度に加温し
ておくと、鋼板１０の温度が表面処理液の温度より高いので、表面処理液が鋼板１０の上
に塗布されて形成された薄膜内では、固液界面の温度が高く、気液界面の温度が低い。そ
のため、薄膜内に温度差が生じ、溶媒である水が揮発して、薄膜内に微小な対流が起きる
。また、常温の鋼板１０に常温の表面処理液を塗布して形成された薄膜を温風により乾燥
する場合には、気液界面の温度が高くなり、気液界面における表面張力が低下し、温度変
化と表面張力変化とを緩和するため、薄膜内に微小な対流が起こる。上記のいずれの塗布
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乾燥方法の場合も、対流が起こるとともに、表面処理液が、空気との親和力の高い成分（
例えば、潤滑剤）と、金属や水との親和力の高い成分（例えば、無機酸塩や耐熱樹脂）と
に分離する。その後、徐々に水が揮発して表面処理液が膜状になり、各成分の濃度勾配を
有する傾斜型の皮膜が形成される。
【０１１３】
　また、本変形例において、シランカップリング剤は、鋼板１０表面の金属との親和力が
高いため、薄膜内で鋼板１０の近傍へ拡散する。その後、鋼板１０の近傍に到達したシラ
ンカップリング剤は、鋼板１０の表面に存在する金属酸化物（例えば、鋼板１０に亜鉛め
っきが施されている場合には、酸化亜鉛）との間で共有結合を形成し、Ｓｉ－Ｏ－Ｘで表
されるシラノール結合が形成されると考えられる。このように、鋼板１０の近傍にシラノ
ール結合が形成されると、表面処理皮膜１００と鋼板１０との密着性が格段に向上するの
で、焼き付き及びカジリの発生が防止される。
【０１１４】
　［その他の表面処理方法との比較及び本変形例のまとめ］
　なお、冷間加工では、鋼板と金型との間の摩擦により、鋼板と金型との接触部分の温度
が比較的高く（概ね３００℃以上）なる。そのため、何も表面処理を施していない鋼板を
冷間加工すると、鋼板と金型との間の潤滑性が十分でない場合には、鋼板と金型との間に
焼き付きやカジリを生じやすくなる。この場合には、金型が局所的に破損したり、急激な
摩耗が生じたりすることがあるため、金型の寿命が著しく短縮する場合もある。
【０１１５】
　このような焼き付きやカジリを防止するため、通常、冷間加工のような冷間加工を行う
鋼板の表面に潤滑性を付与する表面処理（以下、「潤滑処理」と称する場合もある。）を
鋼板に施す。このような潤滑処理として、従来から、リン酸塩化合物（リン酸亜鉛、リン
酸マンガン、リン酸カルシウム、リン酸鉄等）からなるリン酸塩皮膜を鋼板の表面に形成
するリン酸塩処理（ボンデ処理）が知られている。
【０１１６】
　リン酸塩処理された鋼板は、焼き付き防止性能及びカジリ防止性能が比較的高い。しか
しながら、近年の環境対策を背景に、熱間鍛造及び切削加工などの形状変形の大きい加工
分野から冷間加工への移行が進むにつれ、冷間加工用鋼板には、更に厳しい塑性加工を行
うことが要求されている。このような観点から、リン酸塩皮膜上に金属石鹸（例えば、ス
テアリン酸ナトリウム等）からなる層を積層させた複合皮膜が広く用いられるようになっ
ている。この複合皮膜は、冷間加工時の高面圧のプレスによる厳しい摩擦条件下において
も、優れた焼き付き防止性能及びカジリ防止性能を有する。
【０１１７】
　この潤滑処理により複合皮膜を形成すると、金属石鹸がリン酸塩皮膜と反応することに
より高い潤滑性を発揮する。しかしながら、この潤滑処理は、洗浄工程や金属石鹸とリン
酸塩皮膜とを反応させる反応工程（処理液の管理や反応時の温度管理等の工程管理も必要
である。）等の多くの煩雑な処理工程を必要とし、また、バッチ処理であるため、生産性
が低下するという問題がある。また、複合皮膜を用いた潤滑処理では、処理時に発生する
廃液処理等の問題もあり、環境保全の観点からも好ましくない。
【０１１８】
　一方、本変形例では、表面処理鋼板が、簡便な処理工程で、かつ、地球環境保全の観点
からも好適な方法で製造可能であるとともに、優れた潤滑性を有する。従って、近年の環
境対策を背景に、エネルギー消費量が多い熱間鍛造や多量の材料ロスが発生する切削加工
などの形状変形の大きい加工分野から冷間加工へ加工方法を移行することができる。加え
て、上述した表面処理鋼板を用いることにより、更に厳しい塑性加工や複雑な加工が要求
される場合であっても、金型との焼き付きやカジリを発生することなく、材料（鋼板）を
問題なく加工することができる。特に、厳しい冷間加工に対して好適に使用できる上述の
実施形態の鋼板表面に、厳しい冷間加工に対して好適に使用できる表面処理皮膜を形成す
ると、素材である鋼板の加工性と表面処理皮膜の鋼板追従性との相乗効果（一体的な加工
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性）を得ることができる。したがって、鋼板に冷間加工を行っても、金型の寿命を低下さ
せることなく十分な加工性を確保することができる。さらに、本変形例の冷間加工用中炭
素鋼板を冷間加工及び高周波焼入れに適用すれば、上記の相乗効果により優れた機械特性
を有する部品を高い歩留りで製造でき、省資源化及び省エネルギー化が達成できる。
【０１１９】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【実施例】
【０１２０】
　次に、本発明の実施例について説明するが、実施例の条件は、本発明の実施可能性及び
効果を確認するために採用した一条件例であり、本発明は、この一条件例に限定されない
。本発明は、本発明の要旨を逸脱せず、本発明の目的を達成する限りにおいて、種々の条
件を採用し得る。
【０１２１】
　表１に示す成分組成を有する鋼を、溶解、熱延、焼鈍して硬さと炭化物径と炭化物の球
状化率とが異なる鋼板を製造し、冷間加工性と高周波焼入れ硬度とを調査した。以下に、
この鋼板の製造方法を説明する。
　板厚１５０ｍｍの鋼塊（鋳片）を、１２２０℃で２ｈｒ保持後、圧延終了温度が８７０
℃の条件で、板厚６ｍｍの熱延鋼板が得られるように熱間圧延した。その後、この熱延鋼
板を、表２～７に示す第一の平均冷却速度で第一の冷却温度まで冷却した後、表２～７に
示す第二の平均冷却速度で第二の冷却温度まで冷却し、巻取った後空冷した。また、５５
０℃から４００℃まで３０時間以下であることを確認した。
　得られた各熱延鋼板から板厚方向に表層２．０ｍｍ、裏層２．０ｍｍを切削し、板厚２
ｍｍ（鋼Ｎｏ．Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｋ、Ｌに対応）のサンプルを得た。また、同様の製造条件の
各熱延鋼板から表層０．５ｍｍ、裏層０．５ｍｍを切削し、板厚５ｍｍ（鋼Ｎｏ．Ｄ、Ｅ
、Ｍ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｑに対応）のサンプルを得た。
　同様に、真空雰囲気下で溶製した板厚１５０ｍｍの鋼塊を、１２４０℃で１．５ｈｒ保
持後、圧延終了温度９２０度の条件で、板厚１６ｍｍの熱延鋼板が得られるように熱間圧
延した。その後、この鋼板を、表２～７に示す第一の平均冷却速度で第一の冷却温度まで
冷却した後、表２～７に示す第二の平均冷却速度で第二の冷却温度まで冷却し、巻取った
後空冷した。また、５５０℃から４００℃まで３０時間以下であることを確認した。
　上記の各熱延鋼板から表層３．５ｍｍ、裏層３．５ｍｍを切削し、板厚９ｍｍ（鋼Ｎｏ
．Ｆ、Ｇ、Ｒ、Ｕ、Ｖに対応）のサンプルを得た。また、同様の製造条件の熱延鋼板から
表裏層の２．０ｍｍを切削し、板厚１２ｍｍ（鋼Ｎｏ．Ｈ、Ｗ、Ｘ、Ｙに対応）を得た。
さらに、切削を施さない板厚１６ｍｍ（鋼Ｎｏ．Ｉ、Ｊ、Ｚ、ＡＡ、ＡＢに対応）の熱延
鋼板もサンプルとして用いた。
【０１２２】
　各サンプルのＡｃ１温度を熱膨張試験にて測定した。ここでは、この熱膨張試験におい
て実機の箱焼鈍炉に近い平均加熱速度３０℃／ｈｒで加熱する際に、オーステナイト変態
が開始した温度をＡｃ１温度として決定した。
　各サンプル（鋼Ｎｏ．Ａ～ＡＢに対応）を水素９５％雰囲気下でそれぞれ、６８０℃で
３ｈｒ（表２に対応）、６８０℃で３０ｈｒ（表３に対応）、７００℃で３０ｈｒ（表４
に対応）、７４０℃で１０ｈｒ（表５に対応）、７００℃で９０ｈｒ（表６に対応）、７
００℃で６０ｈｒ（表７に対応）の６つの条件で焼鈍した。６８０℃及び７００℃で焼鈍
されたサンプルについては、保定（焼鈍）完了後炉冷した。７４０℃で焼鈍されたサンプ
ルについては、保定完了後、７００℃まで２℃／秒の平均冷却速度で冷却し、その後炉冷
した。なお、例えば、６８０℃で３ｈｒ焼鈍されたサンプル（鋼板Ｎｏ．Ａ－１～ＡＢ－
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１）は、表２中に示され、鋼板Ｎｏ．Ａ－１～ＡＢ－１のサンプルは、それぞれ、鋼Ｎｏ
．Ａ～ＡＢの化学組成を有するサンプルから作製されている。
　高周波焼入れ試験では、各サンプル（鋼板Ｎｏ．Ａ－１～ＡＢ－６）を、周波数７８ｋ
Ｈｚにて７５０℃以上を１００±１５℃／秒の平均加熱速度で室温から１０００±２０℃
まで昇温後、１０００±２０℃で１０±０．５ｓ保持し、すぐさま８００℃から４００℃
の間を２００±１０℃／秒の平均冷却速度で室温まで急冷し、焼入れ材のビッカース硬度
（焼入れ硬度）を測定した。また、各サンプルから幅３０ｍｍ、長さ１００ｍｍの平板曲
げ試験片を作製し、曲げ半径を板厚の１／２、曲げ角度を９０°の条件にて曲げ試験を実
施し、平板曲げサンプルの曲げ角部（最大曲率部）の板厚断面において板厚１／８～３／
８、５／８～７／８の領域の亀裂数を走査型電子顕微鏡にて倍率３０００倍で測定した。
上記の亀裂数が１ｍｍ２あたり２０個以内である場合、冷間加工時における界面剥離に起
因する亀裂発生が抑えられると判断できるため、冷間加工性が“良好”であると評価した
。また、亀裂数が２０個超である場合、冷間加工性が“不良”であると評価した。なお、
これらの亀裂を種類（セメンタイト起点の亀裂、硫化物起点の亀裂、粒内亀裂）毎に分類
して集計した。セメンタイト起点の亀裂と硫化物起点の亀裂とを区別するために、走査型
電子顕微鏡に付属のエネルギー分散型Ｘ線分光器（ＥＤＳ）を使用した。また、平均炭化
物径及び炭化物の球状化率については、上述した方法で測定した。
【０１２３】
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【表１】

【０１２４】
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【表２】

【０１２５】
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【表３】

【０１２６】
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【表４】

【０１２７】
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【表５】

【０１２８】
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【表６】

【０１２９】
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【表７】

【０１３０】
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　表３、４、６及び７中の鋼板Ｎｏ．Ａ－２～Ｄ－２、Ｆ－２、Ｊ－２、Ａ－３、Ｃ－３
、Ｅ－３、Ｇ－３～Ｊ－３、Ｂ－５、Ｃ－５、Ｅ－５、Ｆ－５、Ｈ－５、Ｉ－５、Ｅ－６
及びＧ－６～Ｉ－６では、平均炭化物径及び炭化物の球状化率が適切に制御され、冷間加
工性および高周波焼入れ硬化能（焼入れ硬度）が優れていた。
【０１３１】
　一方、表２中の鋼板Ｎｏ．Ａ－１～ＡＢ－１では、焼鈍時間が短く、炭化物の球状化が
７０％未満であったため、冷間加工性が十分でなかった。また、表５中の鋼板Ｎｏ．Ａ－
４～ＡＢ－４では、炭化物の球状化率が９０％を超えており、高周波焼入れ硬化能が十分
でなかった。表４中の鋼板Ｎｏ．Ｄ－３、Ｆ－３では、第一の平均冷却速度が５０℃／秒
を超えていたため、熱延鋼板中のベイナイトから９０％以上の球状化率の炭化物を生じ、
高周波焼入れ硬化能が十分でなかった。さらに、表６及び表７中の鋼板Ｎｏ．Ａ－５及び
Ｂ－６では、第一の平均冷却速度が２０℃／秒未満であったため、平均炭化物径が０．６
μｍを超えており、高周波焼入れ硬化能が十分でなかった。表５及び表７中の鋼板Ｎｏ．
Ｈ－４及びＡ－６では、第一の冷却終了温度が７００℃を超えていたため、スケールによ
る疵が発生した。表３及び表６中の鋼板Ｎｏ．Ｈ－２及びＧ－５では、第一の冷却終了温
度が７００℃を超えていたため、平均炭化物径と球状化率とが上記（２）式を満足せず、
冷間加工性が十分でなかった。表３及び表７中の鋼板Ｎｏ．Ｇ－２及びＤ－６では、第一
の冷却終了温度が５００℃未満であったため、平均炭化物径が０．６μｍを超えており、
高周波焼入れ硬化能が十分でなかった。この場合、熱間圧延後に加工歪が付与されたオー
ステナイトが多く存在し、冷却時にこれらのオーステナイトから粗大なパーライトが優先
的に生成していると考えられる。表４及び表７中の鋼板Ｎｏ．Ｂ－３及びＦ－６では、第
二の平均冷却速度が３０℃／秒を超えていたため、９０％以上の球状化率の炭化物を生じ
、高周波焼入れ硬化能が十分でなかった。表６中の鋼板Ｎｏ．Ｄ－５、Ｊ－５では、第二
の平均冷却速度が５℃／秒未満であったため、平均炭化物径が０．６μｍを超えており、
高周波焼入れ硬化能が十分でなかった。表３中の鋼板Ｎｏ．Ｅ－２、Ｉ－２では、第二の
冷却終了温度が、第一の冷却終了温度よりも５０℃低い温度よりも高いため、炭化物の球
状化が７０％未満であり、冷間加工性が十分でなかった。表７中の鋼板Ｎｏ．Ｃ－６では
、第二の冷却終了温度が、第一の冷却終了温度よりも５０℃低い温度よりも高いため、平
均炭化物径と球状化率とが上記（２）式を満足せず、冷間加工性が十分でなかった。表７
中の鋼板Ｎｏ．Ｊ－６では、第二の冷却終了温度が４００℃未満であったため、９０％以
上の球状化率の炭化物を生じ、高周波焼入れ硬化能が十分でなかった。
【０１３２】
　表３、４、６及び７中の鋼板Ｎｏ．Ｋ－２、Ｋ－３、Ｋ－５及びＫ－６では、Ｍｏ量が
０．５質量％超であったため、高周波加熱時に炭化物が十分に溶解せず、高周波焼入れ硬
化能が十分でなかった。鋼板Ｎｏ．Ｌ－２、Ｌ－３、Ｌ－５及びＬ－６では、Ｍｎ量が０
．３質量％未満であったため、鋼の焼入れ性が低下し、高周波焼入れ硬化能が十分でなか
った。鋼板Ｎｏ．Ｍ－２、Ｑ－２、Ｍ－３、Ｑ－３、Ｍ－５、Ｑ－５、Ｍ－６及びＱ－６
では、Ｓｉ量が０．０６％未満であったため、上述の界面剥離が生じ、冷間加工性が十分
でなかった。鋼板Ｎｏ．Ｎ－２、Ｙ－２、Ｎ－３、Ｙ－３、Ｎ－５、Ｙ－５、Ｎ－６及び
Ｙ－６では、Ｃ量が０．３％未満であったため、鋼の焼入れ性が低下し、高周波焼入れ硬
化能が十分でなかった。鋼板Ｎｏ．Ｏ－２、Ｐ－２、Ｏ－３、Ｐ－３、Ｏ－５、Ｐ－５、
Ｏ－６及びＰ－６では、Ｍｎ量が２．０％超であったため、高周波焼入れ硬化能が十分で
なかった。鋼板Ｎｏ．Ｒ－２、ＡＡ－２、Ｒ－３、ＡＡ－３、Ｒ－５、ＡＡ－５、Ｒ－６
及びＡＡ－６では、Ｃｒ量が０．１０％超であったため、高周波加熱時に炭化物が十分に
溶解せず、高周波焼入れ硬化能が十分でなかった。鋼板Ｎｏ．Ｕ－２、Ｗ－２、Ｕ－３、
Ｗ－３、Ｕ－５、Ｗ－５、Ｕ－６及びＷ－６では、Ｃ量が０．６％を超えていたため、冷
間加工性が低下した。鋼板Ｎｏ．Ｖ－２、Ｘ－２、Ｖ－３、Ｘ－３、Ｖ－５、Ｘ－５、Ｖ
－６及びＸ－６では、Ｓ量が０．００７５％を超えていたため、冷間加工性が十分でなか
った。鋼板Ｎｏ．Ｚ－２、Ｚ－３、Ｚ－５及びＺ－６では、Ｓｉ量が０．３０％を超え、
Ｐ量が０．０３％を超えていたため、冷間加工性が十分でなかった。鋼板Ｎｏ．ＡＢ－２
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、ＡＢ－３、ＡＢ－５及びＡＢ－６では、Ｖ量が０．５％を超えていたため、高周波焼入
れ硬化能が十分でなかった。
【０１３３】
　さらに、冷間加工に対して好適に使用できる表面処理皮膜（表面皮膜を有する冷間加工
用中炭素鋼板）について、実施例を用いてより具体的に説明する。
【０１３４】
　（表面処理液の調製）
　まず、下記の表８に示す成分を含有した表面処理液（薬剤）ａ～ｑを調製した。なお、
表８中で、無機酸塩として硝酸亜鉛とリン酸との組み合わせを使用している理由は、リン
酸亜鉛が水に極めて溶けにくく、酸に溶解するためである。このように、水に可溶性の硝
酸亜鉛とリン酸とを組み合わせることにより、水に難溶性のリン酸亜鉛を生成し、表面処
理液中に存在させることができる。
【０１３５】
【表８】

【０１３６】
　（表面皮膜鋼板の製造）
　次に、上記のようにして調製した表面処理液ａ～ｑを用いて、以下の方法により、傾斜
型の３層構造の表面処理皮膜が板の両面に形成された表面処理鋼板（Ｎｏ．１～２９）を
製造した（下記表１０を参照）。
【０１３７】
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　これらの表面処理鋼板の製造方法について具体的に説明する。表９に示す成分の鋼を通
常の転炉－真空脱ガス処理により溶製し、鋼片を作製した。さらに、この鋳片を、１２２
０℃で１時間保持後、圧延終了温度が８７０℃の条件で、板厚８ｍｍの熱延鋼板が得られ
るように熱間圧延した。その後、この熱延鋼板を、６７０℃まで３０℃／秒の平均冷却速
度で冷却した後、５６０℃まで１５℃／秒で冷却し、巻き取った。巻き取られた熱延鋼板
を、さらに、４００℃まで２０時間かけて冷却した。得られた熱延鋼板を、水素９５％雰
囲気下において７００℃で３０ｈｒ焼鈍し、その後炉冷した。焼鈍された熱延鋼板（焼鈍
鋼板）上に表面処理液ａ～ｑを塗装＃３バー（塗装バー）にて塗布した。表面処理皮膜の
膜厚を表面処理液の濃度で制御した。さらに、３００℃の熱風乾燥炉中で到達板温度が１
５０℃になる条件で表面処理液が塗布された焼鈍鋼板を乾燥した。乾燥後空冷して表面処
理鋼板を作製した。
　なお、表面処理を施す前の焼鈍鋼板から、板厚８ｍｍ×板幅１５ｍｍ×板長１００ｍｍ
の焼入れサンプルを採取し、周波数７８ｋＨｚにて１００℃／秒の平均加熱速度で室温か
ら１０００℃まで昇温後、１０００℃で１０ｓ保持し、すぐさま２００℃／秒以上の平均
冷却速度で室温まで急冷し、焼入れ材のビッカース硬度（焼入れ硬度）を測定した。さら
に、焼鈍鋼板の平均炭化物径及び炭化物の球状化率について、上述した方法で測定した。
その結果、平均炭化物径が０．３１μｍ、球状化率が８５．７％、高周波焼入れ後の硬度
が６３８．７ＨＶであることを確認した。
【０１３８】
【表９】

【０１３９】
　（膜厚の測定）
　得られた表面処理鋼板に対して、高周波ＧＤＳを用いて膜厚の測定を行った。詳細には
、表面処理皮膜の最表面から、高周波ＧＤＳの測定チャートにおいて、潤滑剤の代表元素
（Ｍｏ、Ｃなど）におけるピーク強度の最大値の１／２であるピーク強度を有する膜厚方
向の位置（深さ）までの距離を測定し、潤滑剤層の厚みを決定した。また、表面処理皮膜
と鋼板との界面から、高周波ＧＤＳの測定チャートにおいて、シラノール結合に起因する
成分の代表元素（Ｓｉ）におけるピーク強度の最大値の１／２であるピーク強度を有する
膜厚方向の位置（深さ）までの距離を測定し、密着層の厚みを決定した。さらに、潤滑剤
の代表元素（Ｍｏ）におけるピーク強度の最大値の１／２であるピーク強度を有する位置
から、シラノール結合に起因する成分の代表元素（Ｓｉ）におけるピーク強度の最大値の
１／２であるピーク強度を有する位置までの距離を測定（計算）し、ベース層の厚みを決
定した。また、潤滑剤層（潤滑剤成分）とベース層（無機酸塩成分）の代表元素、および
、ベース層（無機酸塩成分）と密着層（シラノール結合に起因する成分）の代表元素が同
じにならないように、重複しない他の元素を代表元素として用いて測定した。
【０１４０】
　例えば、潤滑剤としてグラファイトを用いた場合には、無機酸塩の代表元素（Ｐ、Ｓｉ
、Ｍｏ、Ｗ）のピーク強度を用いて潤滑剤層およびベース層の厚みを求めた。
【０１４１】
　（評価方法および評価基準）
　さらに、下記に示す評価方法および評価基準により、上記のように製造された表面処理
鋼板の皮膜密着性および加工性を評価した。
【０１４２】
　＜皮膜密着性の評価＞
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　平ビード金型を用いた引抜き摺動試験にて皮膜密着性を評価した。この引抜き摺動試験
では、サイズ３０×２００ｍｍでエッジの剪断バリを除去した試験片（サンプル）を表面
処理鋼板から採取して使用した。なお、サンプルに対して摺動試験を行う前に、蛍光Ｘ線
分析装置にて皮膜中の主な構成元素の強度（試験前強度）を測定した。
【０１４３】
　平ビード金型には、長さ４０ｍｍ、幅６０ｍｍ、厚み３０ｍｍで、材質がＳＫＤ１１、
表面が＃１０００のエメリペーパーで研磨された金型を１組準備した。次に、サンプルを
、上記金型で挟み込み、エアシリンダーにて１０００ｋｇで押さえつけて、引っ張り試験
機にてサンプルを引抜いた。引抜き後のサンプルについて、蛍光Ｘ線分析装置にて上述と
同じ元素の強度（試験後強度）を測定し、その残存率を（試験後強度／試験前強度）×１
００［％］により算出した。
【０１４４】
　皮膜密着性の評価基準については、残存率が７０％未満の場合を“不良”、残存率が７
０％以上かつ９０％未満の場合を“良”、残存率が９０％以上の場合を“優”と評価した
。
【０１４５】
　＜加工性の評価＞
　スパイク試験にて加工性を評価した。このスパイク試験では、まず、図７Ａに示すロー
ト状の内面形状を有するダイ３の上に、表面処理鋼板から作製された円柱状のスパイク試
験片１Ａ（図７Ｂに示す加工前のスパイク試験片１Ａ）を載せる。この後、図７Ａに示す
プレート２を介してスパイク試験片１Ａに対して荷重を掛け、スパイク試験片１Ａを、ダ
イ３内に押し込んで、図７Ｂに示す加工後のスパイク試験片１Ｂの形状に成型する。この
ような方法で、ダイ形状に従うスパイクを形成し、この際のスパイク高さ（ｍｍ）により
潤滑性を評価した。従って、スパイク高さが高くなるほど潤滑性が優れている。なお、ス
パイク試験の条件については、特開平５－７９６９号公報に開示された方法に準じた。
【０１４６】
　加工性の評価基準については、このスパイク高さを用いて評価し、スパイク高さが１２
．５ｍｍ未満の場合を“不良”、スパイク高さが１２．５ｍｍ以上かつ１３．５ｍｍ以下
の場合を“良”、スパイク高さが１３．５ｍｍ超の場合を“優”、と評価した。なお、“
良”の評価は、従来の複合皮膜（化成反応／石鹸処理）を同様の鋼板に形成させて作製し
たサンプルの性能に相当する。
【０１４７】
　以上のように行った各層の厚さの測定結果と、皮膜密着性および加工性の評価結果とを
表１０に示す。
【０１４８】
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【表１０】

【０１４９】
　上記表１０に示すように、Ｎｏ．１～１９の表面処理鋼板では、いずれも皮膜密着性お
よび加工性に優れていた。一方、Ｎｏ．２４及び２５の表面処理鋼板では、密着層の厚み
が最適化されていないため、Ｎｏ．１～１９の表面処理鋼板と比べると、皮膜密着性に劣
っていた。さらに、Ｎｏ．２０～２９の表面処理鋼板では、各層の条件のいずれかが最適
化されていないため、いずれも、Ｎｏ．１～１９の表面処理鋼板と比べると、加工性（潤
滑性）に劣っていた。
【産業上の利用可能性】
【０１５０】
　前述したように、本発明によれば、高周波焼入れ性に優れた冷間加工用中炭素鋼板及び
その製造方法を提供することができる。よって、本発明は、高周波焼入れを利用した中炭
素鋼板の用途を大きく拡大するために重要な役割を果たし、鋼製品の製造産業において利
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【要約】
　この冷間加工用中炭素鋼板は、１００℃／秒の平均加熱速度で昇温後、１０００℃で１
０秒保持し、２００℃／秒の平均冷却速度で室温まで急冷する高周波焼入れを行った場合
に硬度が５００ＨＶ以上かつ９００ＨＶ以下になる冷間加工用中炭素鋼板であって、質量
％で、Ｃ：０．３０～０．６０％、Ｓｉ：０．０６～０．３０％、Ｍｎ：０．３～２．０
％、Ｐ：０．０３％以下、Ｓ：０．００７５％以下、Ａｌ：０．００５～０．１０％、Ｎ
：０．００１～０．０１％、Ｃｒ：０．００１～０．１０％を含有し、残部がＦｅ及び不
可避的不純物からなり、炭化物の平均径ｄが０．６μｍ以下、炭化物の球状化率ｐが７０
％以上かつ９０％未満であり、前記炭化物の平均径ｄμｍと前記炭化物の球状化率ｐ％と
がｄ≦０．０４×ｐ－２．６を満足する。
【選択図】図１

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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